
日南町告示第25号

令和４年第４回日南町議会定例会を次のとおり招集する。

令和４年６月２日

日南町長 中 村 英 明

記

招集年月日 令和４年６月９日

招 集 場 所 日南町役場庁舎 議場
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大 西 保君 岩  昭 男君
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近 藤 仁 志君 荒 木 博君

古 都 勝 人君 岡 本 健 三君

坪 倉 勝 幸君 山 本 芳 昭君

○応招しなかった議員

な し
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農業委員会事務局長  橋 裕 次君 病院事業管理者 中 曽 森 政君

病院事務部長 福 家 寿 樹君

議長挨拶

○議長（山本 芳昭君） おはようございます。開会に当たり、一言御挨拶申し上げます。

町内では、ほとんど田植は終わったようですが、先月から晴天が続き、水不足の心配

もありました。これから梅雨の季節を迎えますので、その反動で大雨の災害がなければ

と心配をされます。

今期定例会は、６名の議員が一般質問されます。また、議案審議におきましても、町

民の福祉増進のため、議員各位の活発な議論をお願いいたします。

あわせて、本年度は多くの管理職の方々が異動され、初めての定例会となります。説

明員として緊張されるとは思いますが、真摯な答弁をお願いいたします。

午前９時１０分開会

○議長（山本 芳昭君） そういたしますと、ただいまの出席は１０名です。定足数に達

していますので、令和４年第４回日南町議会定例会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

タブレットの令和４年第４回定例会フォルダの報告書ファイルをお開きください。

地方自治法第１２１条の規定により、本定例会に出席を求めた者は、１ページの報告

書のとおりです。

本町の監査委員から、令和４年５月１７日付をもって、地方自治法第２３５条の２の

規定による例月出納検査の結果について報告がありました。２ページから１７ページの

とおり報告します。

本日までに議長において決定した議員派遣の件については、１８ページの報告書のと

おりです。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（山本 芳昭君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。

会議録署名議員は、日南町議会会議規則第１２５条の規定により、議長において、１

番、大西保議員、２番、岩 昭男議員の２名を指名します。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（山本 芳昭君） 日程第２、会期の決定を議題とします。

今期定例会の会期は、さきに議会運営委員会に諮問し、答申を得ていますが、その会

期は本日６月９日から６月１６日までの８日間です。
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お諮りします。今期定例会の会期は、議会運営委員会の答申のとおり、本日６月９日

から６月１６日までの８日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日から６月１６日ま

での８日間に決定しました。

つきましては、今期定例会の運営について、格別の協力をお願いいたします。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） ここで、執行部からの発言が求められていますので、これを許

します。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 令和４年６月定例議会に当たりまして、冒頭に当たりまして、

一言御挨拶をさせていただきたいと思います。

６月に入りまして、梅雨の時期に入りました。これから秋の台風シーズンにかけて、

大雨が降る時期でもあります。最近の異常とも言える雨の降り方となりました。これに

よりまして、大規模災害が全国各地の国内で発生をしております。令和３年度では、土

砂災害警報ですが、全国で９７２件発令されたとお聞きしております。全国どこでも大

きな被害が起こっても不思議ではありません。また、最近、線状降水帯と呼ぶ特定地域

に連続して豪雨となる傾向があります。気象庁等では、今年からこの線状降水帯の予測

を６時間前に公表されるということになりました。５年後には、市町村単位で、そうい

うレベルで精度を上げる計画と聞いております。私も、こうした情報も参考にしながら、

避難指示を早めに出していきたいというふうに考えております。町民の皆様にも、今ま

でと異なる降り方と認識していただき、早めの行動をお願いするものでございます。

次に、新型コロナの関連でございますが、ここ数日で全国でも１日１万人を切り、県

内でも５０人を下回る新規感染者数となりました。少しずつ行動制限が柔軟になってき

ました。しかしながら、引き続き、できるだけの予防は継続のお願いをするものでござ

います。無料の検査のほうも６月末まで延長となりましたので、不安のある方は御利用

いただければというふうに思っとります。また、これから４回目の追加接種が本格的に

始まります。重症化の予防のため、接種の検討をぜひお願いするものでございます。近

日、３回目の接種から５か月経過されようとする皆様方に接種の案内状が順次届きます

ので、御承知おきいただければというふうに思っとります。

次に、経済対策でございますが、国の今回の臨時交付金の使途についてでございます。

総合緊急対策として、今回補正のほうに上げさせていただいております。生活困窮者の

支援、物価高騰支援、感染予防の体制整備等を中心に上程させていただいております。

よろしくお願いします。

次に、３月に発覚しました公用車の車検切れについてでございます。町民の皆様につ

いては、大変御迷惑、御心配をおかけしましたことに、改めておわびを申し上げるとこ
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ろでございます。一定の対策が整ったと思いますので、責任者としての姿勢を示したい

ということで、条例の提案をさせていただいております。どうぞよろしくお願い申し上

げます。

報告事項ですが、先般６月５日ですが、鳥取県の西部ポンプ操法大会がありまして、

ポンプ車部門で石見分団のほうが出場しております。見事１位の栄誉という操法結果と

なっております。これによりまして、県大会のほうですが、７月３日ということで出場

ということになりました。練習の成果が出たことに敬意を称するとともに、県大会に向

けた練習にけがのないように励んでいただければというふうに思うところでございます。

最後になりますけれども、本定例会議会に財産の取得１件、工事請負契約の締結に１

件、条例の一部改正２件、条例の制定に２件、補正予算のほうに２件上程をさせていた

だいておるとこでございます。御承認いただきますようお願い申し上げまして、開会に

当たっての私からの御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

・ ・

日程第３ 一般質問

○議長（山本 芳昭君） 日程第３、一般質問を行います。

タブレットの一般質問答弁要旨ファイル１ページをお開きください。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 海外では、ロシアによるウクライナ侵攻の暴挙で悲しい

出来事がいまだ続いております。一日も早く戦争が終結できるよう祈っております。

また、コロナウイルスの感染状況も、米子保健所管内では今週に入ってから１２名か

ら５名と少なくはなっていますが、また急に増えたりしますので注意をいたしましょう。

先ほど町長は報告されましたが、町では６月２０日から４回目のワクチン接種が始まり

ます。皆さん、重症化予防のために接種をしましょう。

では、一般質問に入ります。このたびの質問は、１点目はセントラル農場の環境問題、

２点目はＪ－クレジットの今後について、３点目は町営バスの車検切れ運行について、

４点目は町長の進退についての４点につき質問いたします。

まず、セントラルファームの環境問題についてですが、先月の５月も泡や濁りがずっ

と発生しております。農家にとって、この大切な時期に汚水が流れています。何らの対

策をされてないと同じであります。私は、以前からトップ会談しないと何も決まらない

と言ってましたが、やっと１年ぶりに、５月２７日に上原社長とウェブ会議をされたの

ことでありますが、どのような内容であったのか、また、何が決まったのかをお伺いし

ます。

次に、４月２２日に佐伯常務と町長とのウェブ会議で、町長から飼育頭数を減らす要

望をされ、佐伯取締役から５月連休明けから減らすとのことでありましたが、何頭減っ

たのかを伺います。

次に、永禮教授から、測定器の購入や設備の改善等が全く進んでいない、必要な測定
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器も購入できないような会社なのか疑っておられます。そこで、町として、上原ファー

ムグループの経営状況をどのように認識されてるのかお伺いします。

２点目は、Ｊ－クレジットの今後についてであります。３月議会の予算審査意見で、

町有林のＪ－クレジット取得を早急に申請すべきであると審査意見をつけましたが、現

在どのような対応を考えてるのかをお伺いします。そこで、道の駅の令和３年度のＣＯ

２ 排出トン数、何トンか。

次に、４月２９日の新聞で、町は森林組合が扱う民有林の販売量の一部を買い取り、

吸収源に加える対策を検討と報道がありましたが、その後どうなったかをお伺いします。

また、Ｊ－クレジット基金がありますが、令和３年度の入出金状況と残額をお伺いしま

す。

３点目は、町営バス車検切れ運行についてであります。町長は、３月１６日の記者会

見で、町の信用を失墜させた。深く反省して、再発防止と信頼回復に努めると陳謝され

ましたが、町長は責任をどのように考え、どのように取られるのかお伺いします。

４点目は、町長の進退についてであります。４年前に前町長が急逝され、町長は前町

長の政策を引き継ぐとして判断され、無投票で当選されました。１期目の任期があと６

か月余りとなりましたが、２期目に挑戦されるかを伺いますが、今日の日本海新聞で、

再出馬意向と新聞報道がありました。町長から正式表明と、２期目に何をされようとし

ておられるのかをお伺いします。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） 執行部の答弁を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 大西保議員の御質問にお答えします。

まず、セントラル農場の環境問題についてでございます。上原社長と会談されたのか

という御質問でございますが、５月の２７日に、本社の上原社長及び佐伯取締役とウェ

ブでの会議を実施したところでございます。社長に、次の４点について確認と要望を行

いました。１点目ですが、４月、５月の事故実態把握の有無。２つ目が、現協約書の有

効性の有無。３つ目でございますが、県が指摘しております６項目推進についてのトッ

プダウン指示。４つ目が、飼育頭数の削減についてでございます。

これに対する回答は、１番目については、承知をしておるということ。２つ目は、協

約書を守るということ。３つ目は、県の指摘の６項目ということでございますが、一つ

一つクリアしてると思っているが、少し難しいところは時間がかかってる。不安解消で

きるよう、会社としてもいろいろと取組を進めてる段階ということです。また、トップ

ダウンにつきましては、やりましょうということで進めているが、どうしても難しい部

分も出てきており、なかなか進んでないところもあるということ。４つ目は、豚の数を

減らして浄化槽の負担を減らすということの再確認をしました。また、具体的な計画を

６月３日までに提出してもらうこととしております。以上が、社長との懇談の内容でご
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ざいます。

次に、飼育頭数についてでございますが、５月末の飼育頭数は ３８８頭であり、先

月から申し上げますと３８６頭の減少となっております。

次に、上原ファームの経営状況をどう認識するかという御質問でございます。セント

ラルファーム鳥取農場のほうですが、頭数が減少していることによりまして収入は減少

していると言われております。上原グループでは、農場の火災があり豚舎が焼失し被害

があったという状況の中で、経営については把握はできておりません。

次に、Ｊ－クレジットについての質問でございますが、最初の、道の駅の令和３年度

の排出トン数でございます。令和３年度の道の駅にちなんの電気、ガス等の使用から排

出されます二酸化炭素の排出量につきましては、全体で１９⒌９トンということで、１

９６トンであります。内訳でございますが、電気のほうが１７⒐８トン、ガスのほうが

１⒉５トン、上下水が８トン、ガソリンのほうが⒉８トンとなっております。令和４

年３月の定例会、予算審査特別委員会審査報告書のほうで御意見をいただいてるとこで

ありまして、昨今のＪ－クレジットの取引状況等鑑み、オフセットの活用について内部

でも議論してまいりました。環境貢献型道の駅としてオープンしました道の駅にちなん

日野川の郷ですが、ゼロカーボンシティを宣言し、またＳＤＧｓの達成目標にも取り組

む日南町として、引き続き二酸化炭素排出ゼロ道の駅として運営していくべきというこ

との判断を行いました。

そうした中、Ｊ－クレジットを含めました既存の二酸化炭素の排出量を取引する新た

な制度として、令和３年度から非化石価値取引市場が創設されました。これは、化石電

力で供給されている電力をＪＥＰＸを通じて非化石価値を購入することで、これまでの

Ｊ－クレジットを活用したカーボンオフセットと同様に、いわゆる二酸化炭素排出ゼロ

の道の駅として継続して取り組むことができるものでございます。非化石価値とは、非

化石の電源、いわゆる再生可能エネルギー等から電気の持つ非化石価値を証書化し、取

引を可能にするために創設された市場であります。金額ベースにおきましても、これま

でのＪ－クレジットの場合、令和３年度分であれば１５０万円程度の販売可能クレジッ

トを活用してオフセットをしているところを、ＪＥＰＸ取引市場においては、令和３年

度分であれば１５万円程度と、およそ１０分の１程度で同様の価値を創出することが可

能であります。

次に、５月末のＪ－クレジットの残トン数の御質問でございますが、５月末で ０９

９トンとなりました。昨年度は、過９最高の１０３件、 ９７４トンを販売したため、

残トン数もかなり減ってきました。今年度に入り、５月末までに３件の１５トンを販売

し、緩やかなスタートを切ったところでございます。新規の問合せや、これまでに購入

いただきました企業と商談を進めているところでございます。今後、さらに環境保全、

ＳＤＧｓなどの理念が広く浸透することにより、Ｊ－クレジットの普及が期待され、地

域コーディネーターの役割が重要となる仲介手数料について、増額したところでござい
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ます。今後も、地方金融機関をはじめとするコーディネーターと連携を図りながら、こ

の圏域での脱炭素の推進及び経済の循環を進めてまいります。

次に、森林組合のＪ－クレジットを購入するのかについての御質問でございますが、

現在、購入の方向で協議をしております。令和４年度は、町での新規取得も検討しなが

ら、当らは森林組合から ０００トン程度購入をしたいと考えております。６月以降に

購入希望者の企業も多数あるため、早く方針を決めて補正予算の計上を行います。また、

Ｊ－クレジットの取得に関しては、今年度中の新たな取得を検討しております。今年度

クレジット制度の改正に伴いまして、これまでの間伐によります認証取得のみならず、

主伐、皆伐後の新植による吸収量の認証取得が可能となることから、制度の改正後に改

めて認証区域等を設けまして、脱炭素社会において注目されてるＪ－クレジットの取得

を行うこととしております。現在、Ｊ－クレジットの事務局によります制度の改正の骨

子が発表され、パブリックコメントを受け付けている段階であります。夏以降の制度改

正後にスムーズに取得が行えるよう、準備を進めてまいります。

次に、Ｊ－クレジット基金の令和３年度の状況についての御質問でございます。Ｊ－

クレジット基金の令和３年度の出入金状況と残額につきましては、当初予算では３８万

０００円の０入れを計上しておりましたが、取０しは行いませんでした。また、００

金の額ですが、令和３年度のＪ－クレジット収入額の全てを新植事業に充当しましたの

で、利子分が ６１６円のみを０み０てておりまして、３月末の残高につきましては、

３５４万 ４７０円となっております。

次に、町営バスの車検切れの運行について、責任をどのように考え、どのように取る

のかという御質問でございますが、町営バスの車検切れの運行のその後についてでござ

いますが、３月の１６日に議会の全員協議会で説明させていただきまして、同日ではあ

りますが、１５時半にマスコミのほうへ発表させていただきました。その後、３月の１

７日でございますが、企画課及び町の車両整備管理責任者が、鳥取運輸支局の監査を受

け、同日、町の安全管理責任者が黒坂の警察署に聞き取りを受けております。３月の２

４日には、運行を委託しております多里まちづくりサポートセンターに対し、鳥取の運

輸支局が監査を実施しております。４月の２６日から５月の２６日にかけて、ＮＰＯ多

里のドライバーへ対して黒坂警察署による聞き取りが行われ、鳥取運輸支局、黒坂警察

署によります監査、聞き取りが終了し、現在指導を待ってるところでございます。

町民の皆様、関係機関の皆様には大変御迷惑をおかけしました。今回のことを深く反

省し、二度と同じことが発生しないように、１つ目が、全公用車への車検満了日記載シ

ールの貼付け。２つ目が、運転記録日報への運転手によります確認欄を設けて、必ず確

認。３つ目が、総務課車両担当によります日南町名義全車両の車検満了日の確認。４つ

目が、走行距離記録表によります車検満了日を記載する。５つ目が、車両購入条件に、

車検等点検案内を明記するという５つの再発防止に取り組んでおるとこでございます。

責任をどのように考え、どのように取るのかという御質問でございますが、特別職と

－８－



しての職務責任は免れるものではなく、町の信用を失墜させ、町民の皆様、関係者の皆

様に大変御迷惑、御心配をおかけしましたことに深くおわび申し上げます。

処分についてでございますが、特別職の姿勢として、７月分の町長給与を１０％カッ

ト、副町長の給与を５％カットという処分内容で、今期定例会の議案として上程をして

るとこでございます。また、黒坂警察署、鳥取の運輸支局からの指導がありましたら、

改めて職員の処分を審査することとしておるとこでございます。

最後に、私の進退について、２期目に挑戦するのかという御質問をいただきました。

現時点におきましては、町民の皆様をはじめとする御支援がいただけるようでありまし

たら、前向きに考えたいというふうに思っておるとこでございます。質問の中で、内容

についての御質問がありました。まだ具体的に整理をしてるわけではございませんが、

基本的にはやはり地方創生の推進というのを核になるんだろうというふうに今でも考え

ておりますし、今後もその考えは変えるつもりはないというふうにお伝えを申し上げさ

せていただきたいと思います。

以上、大西保議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 再質問がありますか。

１番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 町長、社長と本当に昨年６月から５月２７で初めてでし

ょうか。ちょっと私が聞いてるのがそれしか聞いてないんですが、それ以外にあったん

でしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回が久しぶりの会談というかウェブ会議ではございますが、

そういう実態だというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） そして、５月２７日のウェブ会議の、私、一般質問する

ときに、やはり社長の内容まず一番大事だと思うんで議事録を頂きました、それも昨日

の７時過ぎです。読ませていただきまして、大変憤りを感じております。町長はそれな

りに質問はされとるんですけども、社長の認識がもう全くないと思われませんか、町長。

１つの事例でいきますと、指摘されたことはやってますよ、聞いてますよ、教育してま

すよ、それで町長は納得したんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 納得してるつもりは全くありません。ただ、時間的な制約って

いうところもありましたので、先ほど申し上げましたように、特に県の指摘事項、ある

いは現数を減らすっていう形の中を中心にお話をさせていただいたということでありま

す。特に御案内のように、昨年の秋以降、県を中心にしながら現場確認をして指摘事項

を整備されてきておりますので、基本的には、どういいましょうか、現存の施設を元に

返して、現存の施設を再利用するっていうことの基本的な考え方の中で示していきまし
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ょうというような具体的な内容だというふうに私は認識しておりますので、そのことを

実際に進めていくっていうことがこれから肝要だろうというふうに私自身も思っており

ますので、その辺をこれからも具体的な形の中で進めれるよう、また、どういいましょ

うか、交渉をさせていただきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ７ページにわたって議事録頂きましたが、私も３月の議

会では、町長に本当に大変失礼な言い方をしました。でも、これは熱意です、本当に農

家の方が毎日水を見ておられるわけです。この５月にも泡が発生する、ずっと発生して

ます。そして、私は今日はいろんなことを話ししようと思ったんですが、４点もありま

すので、今回は、あしたはまた同僚議員が質問していただきますので、私はちょっと思

いを変えまして、この２７日に社長と話したら、翌週の月、火に社長が来たということ

は、どのような情報で社長が来たと入手されましたか、社長来た情報は。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 最終的に、私のほうからは、やっぱり副町長のほうからお話を

聞きました。ただ、副町長は、どういいましょうか、固有名詞を言ったらいいのか分か

りませんけれども、知り合いの皆さんからの情報の連絡の中で私のほうに入ってきたと

いうことでありまして、その場において基本的にはら談ができる時間を取ってください

って話の交渉はさせていただきましたが、向こうの都合によりましてその時間が設定が

できなかったというのは残念だというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、町長は火曜日のいつ知ったんですか、時間を言っ

てください、時刻を。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 定かではないですけど、午前中のうちだったというふうに認識

しております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、実は私が情報を入手しまして、これはっきり言い

ます、議長に町に問い合わせしてくださいと言いました。そして町に問い合わせすると、

来ておられることが分かったと。そして町長は時間を取ってほしいと言われたのが、最

終的に私はずっと待っておったんですが、取られること。私は農場にも行きました、外

からですよ。赤い服の方もおられました。この２７日の内容で翌週の月、火に来たこと

は、なぜ来たかということは、そして時間も取らない。要するに、この内容が何ら結論

してないわけですよ、大変期待しておったんですが期待外れです、はっきり言いまして。

決まったは何が本当に決まったんですか、頭数を減らすということ書いてありますが、

６月３日に計画表出たんですか、ちゃんと書いてありますよね、６月３日、もう過ぎて

ますよ、今日９日です、どうなんですか。
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○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 一度は６月３日でその減数計画っていうのはいただいておりま

すが、ちょっと内容の数字で不突合な部分があるので再確認をしてほしいということで、

今投げ返してる最中でございます。ですが、結果的に、先ほど申し上げましたが、５月

末については三百数頭の減数という形になっておりますし、また会談の中にも減らして

いくっていうことを明確にされておりますので、その辺の今後の推移と実態あたりを確

認しながら、要は、基本的には浄化槽のしっかりした管理をしてもらうっていう話では

中心ですけれども、その前提となる一つのやり方として、在り方として頭数を減らして

負担軽減を図っていくという考え方には、私も賛成しておるとこでございます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 頭数を減らす、これ３８６頭なんて誤差の範囲なんです

よ、過９のずっとデータからいくと。１年半前に社長と話したときに頭数減らすという

ことで、実際最低どこまで減ったんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 具体的な数字は、日にちはあれですけど、昨年あたりの、この

時期あたりに一旦別の、どういいましょうか、豚コレラ的な流れの中で減らしてきたと

いうことはもちろん承知しておりますし、その後、現時点の段階に返ってきてるという

話ではないかというふうに私自身は思ってるとこでございます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、ということですよ。前回、議会との話合いで頭数

減らすいうのは、豚コレラだけんワクチン減つために減らしただけで、その時は ００

０頭まで減りました、そして今 ０００頭でしょ、何らなってないです。私は、頭数を

減らすのがはっきり言って、減らすことはいいんですけども、本当の浄化槽をどうする

かが一番大事で、この情報御存じでしたか、この５月２７日、その前後に農場でどうい

うことが起きてたかつかんでますか、情報を。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ４月、５月の事故的なところの内容は私も承知しておりますの

で、それの対応策をしていただいたというふうに思っておりますが、基本的には議員お

っしゃられるように、やはり浄化槽のほうの管理をしっかりしてもらうっていうのがも

ちろんの、中心になるというふうに思っています。その中で、６項目というのの指摘事

項も重なってるという部分もあるというふうに思ってますので、重ねてになりますが、

その６項目の推進について、私も５月の２７日の会談の中でより徹底していただくよう

に、あるいはトップダウンとして推進していただくことを申し上げたところでございま

す。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 私が言っておるのは、５月の初めから幾度となく汚水が
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流れたんです。そして、我々は何か何かと農場に問い合わせて、農場、副町長とも話し

し、県にも入っていただいて、何が原因かなと思っておったんですが、それが町長には

情報行ってないですね。沈殿槽の底が腐食して、穴が空いてたってことは御存じないん

ですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ５月の１７、２７だったというふうに思っておりますが、その

時点、前後もあるものかもしれませんが、基本的は議員おっしゃられるように浄化槽の

一部に穴が空いとってそこから流出したということは聞いておりますし、その対応を進

められてるっていうことも含めて、原因はそういう内容だというふうには承知しており

ます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ずっと５月の汚水を、徐々に漏れてきたんですよ、一遍

にこんな穴空きませんよ。それで、補修したのが５月の２７日前後なんですけど鹿児島

からトラックが来ておったんですよ、修理のために。そういうことは御存じでしょ。そ

して、社長は翌週の月、火来とるんですよ。何かというと、社長が久しぶりに佐伯取締

役と一緒に来て、現場を見たわけですよ。その報告は、その話全く出ませんでしたか、

２７日に。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 来町という具体的な話は一切出ておりません。ただ、２７日の

ときに、こちらに来られた内容っていうのを聞いてるわけではありませんので、はっき

りしたことは申し上げませんけれども、そういったところのウェブ会議あたりの中身の

中で、やっぱり現場を確認したいっていうことも幾ばくかはあったのかもしれないなと

いうふうには想定しますけれども、明確な話ではないっていうふうに御理解いただけれ

ばと思います。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） この議事録で、私も上原グループの経営状況はどうかと

いう質問しまして、町長は把握できてない、そのとおりだと思います。この中に書いて

ある、議事録の中には、本当に人の配置であるとか、設備であるとか、何かお金がない

ような言い方されとんですが、もうちょっと真剣に経営状況を調べられてないんですか。

考えてくださいよ。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 会議の中で、この経営状況についての項目の質問もさせていた

だきましたけど、明確な回答はなかったというふうに理解しておりますし、御承知のと

おり、これからも含めて、鳥取農場につきましては減数っていうこともあるので決して

いい数字ではないということではありますが、上原グループ全体からいいますとなかな

かお答えしていただけないという状況だろうというふうに思っておりますが、ただ一般
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論として申し上げますと、やっぱり例えば今回の新型コロナの関係の影響っていうのは

あまりないんではないのかなというふうには推測しとるとこでございますが、個別的な、

どういいましょうか、会社の内容の経営の具体的なところについては、どういいましょ

うか、ホームページで一部若干載っとったぐらいの話ですが、それは経営状況っていう

のを判断するような内容ではございませんので、基本的には、答弁させていただきまし

たように、経営の状況については把握し切れてないっていうのが現状であります。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 町長は把握されてないので、もう時間かかりますから私

が言います。上原ファームの、ある方が資料を入手されたんですよ、調べられて。これ

は、はっきり言いまして帝国データバンクの情報です、間違いないと思います。令和２

年度、令和３年２月の決算状況言います。売上げ、３９年 ８００万、年利年、３年 

０９５万 ０００円、何と８％、９％の年利年を上げてます。令和２年度はコロナの関

係があったと思いますが、それでも３５年 ４００万、１年８００万の年利年。その前

の年、令和元年度、３７年で２年 ０００万。要するに、３年間で約７年円の年利年で

すよ、経常利年ではありません、上げてる会社です。なおかつ、上原社長は、株主１名

で全株２００株。そして、都城市に確認するというよりも、関係者に確認しましたら、

高額納税者だそうです。名前は井上照代、これは正式名です。社長名は名刺は上原照代

さんですが。そして、取締役が２名しかおられません、佐伯取締役と社長の御主人の井

上さんです、それがこの記録です。実は、この記録を３月末に私が入手しまして、ある

方から頂いて、県に持って行きました。要するに、県は赤字の会社であろうがこの対策

はしてもらわないかんという話を聞いとりましたんで、赤字じゃありませんと、これほ

ど年利年が出てる会社ですよと、もっと強く行けますよという話を持って行きましたら、

私は午前中に行ったんですが、午後、西部総合事務所の方が担当課長にもうこの話をさ

れました。私はびっくりしたんですよ、昼から、大西さん、私は日南町へ飛んで行って

それ言いましたよと。この情報は社長知らないんですか、担当課長から聞いてないんで

すか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 承知しておりません、私自身はです。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 私から言えませんが、担当課長は、私も覚えています、

年度替わりの一番忙しいときに県が時間取っていただいて、午前中時間を取ったわけで

す。そして、昼から会われたわけです、日南町まで車で来られたわけです、そこまで聞

いとるんですが、このデータをベースに。なぜ情報が、ホウレンソウができてないんで

すか、どうなんでしょう。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 担当の課長のほうから答弁させます。
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○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 年度末に県のほうと減合せをさせていただいたと思います

が、その間にちょっと私も遅れて行ったということもございまして、経営状況のことに

ついてお話をいただいたというような認識は私のほうはちょっと受けておりませんので、

今議員のおっしゃった年利年が出ていて経営状況は良好だということについて、町長の

ほうに報告はしておりません。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 言った、言わなかった、聞いた、聞かなかったはもうい

いです。私が言いました年利年がこれほど出てる会社です、急に赤字になるわけありま

せんので、これであれば浄化槽とかそういった設備投資はできるはずなんですよ、それ

から測定器も買えるはずなんですよ、何十万もしません、測定器も、本社農場にもある

わけです、それを永禮先生が言っとるわけです。それもけちる、管理者置け、それもけ

ちる。実際に１月にも汚水が出たと、そのときに配管が詰まってどうのこうの、それで

雨水、排水が出たと、そうしたこともきっちり改善できるわけですよ。農場長に、副農

場長に聞いたら何にもやってないですよ。それを誰がするんですか、県ですか、町です

か。実際にずっと泡出とんですよ、もう池のコイがかわいそうでと、真剣味がないんじ

ゃないんですか。町長も再度挑戦されるならば、もうええかげん解決してくださいよ、

もう９年間やっとるんですよ。私が今言いました、この経営実態でもっと強く言えるん

じゃないですか。社長は高額納税者ですよ、どうですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 高額かどうかは別として、私自身は今回の会議にも申し上げま

したが、基本的にはその浄化槽の管理を徹底してもらうように、さらに強行に申し出て

いきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） あまりですが、私が情報を流すと関係してる会社が迷惑

かかっていかんので程々に言いますが、永禮先生は、当初設備の、実際に管理すればい

けるんじゃないかと言われてますが、ある会社の情報によると、もうそのレベルじゃな

いと。先ほど言いましたように、もう腐食して穴が空いとるわけですよ、それが至ると

ころ、そしてメーターが壊れた、修理はしてない、小手先ばかり、測定器はしない、県

が言ってることを何もされてない。もう協定書を守ると言ったわけでしょ、協定書のと

おりやってください言えるんですから、もうちょっと強くやってくださいよ、９年前と

変わりませんし、特に、私は町長が新町長になられたときに期待したわけですよ。上原

社長も急逝され、そして上原社長の娘さんが社長になって、その翌年の１月に町長とら

談されて、町長どう言われました、浄化槽を更新してくださいと言えば、いや、自分と

こでやると言われて今に至っとるわけですよ。そのときに、大きな変化点なんでよくな

るかな思うたら、何にもなってないんですよ。この文書の中見ても、社長の認識が、教
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育してます、鳥取のほうにはとか、遠隔で指導してます言いましたが、もうそんなレベ

ルじゃないですよ。町長、もっと強く言えませんか、事業者の気持ちばっかりですよ、

ちょっと農家の気持ちになってください、どうなんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ちょっとお言葉を返すようですが、やっぱり企業だけの気持ち

で交渉してるつもりは全くありませんので、そこだけは御理解いただければというふう

に思ってます。言えること、できることっていうか、そういうつもりでどんどん交渉さ

せていただいてるつもりではございますので、最終的には結果というものが現時点では

ついてきてないというのはもちろん私も承知しとりますので、改めて引き続き交渉の段

の中で強く言っていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 来週月曜日に午前中に、県のほうが、議長が提案いただ

いて勉強会しようということで町長も出席されますので、一緒に勉強して本当によくな

るように、改善できるようによろしくお願いしたいんですよ。そして、これで議会でい

ろいろになりますが、地域の意見交換会もう１年してないんですよ。５月９日の全協で、

副町長は５月末までにするということを言われましたが、どうなんですか、何もしてな

い、副町長、１年間何もしてないじゃないですか。町長から指示してください、我々が

お願いしても副町長はしませんので、町長の命令でいつまでにするか言ってください。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） おっしゃるとおりでありまして、そのときにはそのように答

弁しましたけども、町長からは早くするようにと言って指示をもらっておりますので、

なるべく早くしようかと思っておるところでありますけども、先ほどから経過というの

が大きく変わってありませんけれども、いろいろな経過は変わっておりませんけれども、

経過の報告等が整理された段階で早めに説明会を開きたいと思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 経過、９年の６月の終わりから変わってない、１月の２

７日にどんな水が出たんですか、法律を破る倍の３２０という数字が出たんですよ。そ

して、５月にこういう問題、穴が空いてた、副町長も実際に農場まで見に行かれたでし

ょ、なぜしないんですか。６月一遍すると明言していただけませんか。

○議長（山本 芳昭君） 町長じゃない。

○議員（１番 大西 保君） 町長が命令してほしいんだ。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） この案件につきましては、３月の定例議会でもその話を最後の

ほうにさせていただいたというふうに思っておりますので、今月中っていうか早期の段

階で実施できるように、私のほうからも改めて指示をしたいというふうに思っておりま

す。
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○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） じゃあ次に、Ｊ－クレジットの件です。数字はあれです

けども、実は山陰中央新聞に、４月の２９日に森林組合から一部を買い取るという報道

と、５月２８日、先週というんかちょっと１０日ほど前ですね、日本海新聞には、町は

新たな認証取得に向けて準備を進めると書いてある。今いろんな説明を町長されました

けど、急に話が、新しい話が出てきたり、云々が出ましたんでちょっと私も思うんです

が、まず、認識を確認しときましょうか、５月末で何トンかという質問なんですが、こ

れ５月末、 ０９９トンですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ５月末で ０９９トンでございます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 町のホームページというか、町のあれで、４月末ですよ、

０９９トンは。どこを見てるんですか、確認してください。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 要は、５月中の、４月、５月の、ごめんなさい、５月中の販売

がゼロでしたから同じ数字が来てるっていうことであります。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） ちょっと待ってくださいよ。５月１９日にＴ・Ｍ・Ｓ、

５０トンになってますが、それはいつに入ったんですか。これ、電気消して、時間、俺

もったいないから、電気切って。（「止めてます」と呼ぶ者あり）止めてる、よし。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） すみません、担当のほうから説明させます。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） ホームページのほうに上げておりますのは、無効化の処理

をして、実際販売契約をした時点で上げておりませんで、５月につきまして販売契約の

調印式等は実施をさせていただいておりますが、まだ処理のほうが事務局のほうとやっ

てる最中ということでございまして、実質５月の表のほうに上げるという数字はなかっ

たということで、６月以降にまたその無効化処理をしたものが上がるというふうにして

おります。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） まあ１か月出ようが何がいいんですが、道の駅の１９６

トンはいつ買うんですか、寄附するんですか。

○議長（山本 芳昭君） 坂本農林課長。

○農林課長（坂本 文彦君） 道の駅の購入につきましても、これから処理をするという

ふうにしておりますので、まだ処理はしておりませんので、これから計上ということに

なります。
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○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、要するに現時点で、これから登録や何かするにし

てももう８００トンなんですよ、もう目先まで来とんですね。昨年が ９００、約 ０ 

００トン売っとるわけですよ、月当たり１５０トン強。これは売った、道の駅入ってな

いんです。それは置いといて、要するに早急にしなければならない。それで、今、森林

組合から ０００トンという話ですが、実はなぜ森林組合が買うんです、買わなくてい

いじゃないですか、新たに取得は８月、９月以降に申請するんでしょ、今の、今日の説

明そうじゃなかったですか、秋でも来年でも、そう認識したんですが。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 新しく、どういいましょうか、取得する方向で今検討を進めて

るっていうことでございます。といいますのが、現在の取得の制度につきましては以前

と変わらないわけですが、現在、今、日南町のほうでは、新植を部分的に進めてるって

いう状況にありまして、既存の制度ではなかなか取得ができないという状況にあります。

８月以降になるというふうに思っとりますが、新しい認証制度が加わることになりまし

た。内容的には、その新植も可能という、対象となるっていう考え方でございますので、

それに向けて今、鋭意準備をしているところでございますが、ちょっとスケジュール感

的なところが、じゃあいつの段階でっていうところまでは現時点では明確な状況ではな

いっていうことだけはお知らせをしていきたいと思いますし、その辺の、国のほうも今

はパブリックコメントを求めてるような状況下でありますので、そういったところが明

確になった段階の夏以降で、制度がある程度概要が分かるというふうに思ってますので、

そういった意味で、そういう新規の状況につきます取得の条件についてはそういう状況

でありますので、御理解いただきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 私は、県有林やら造林公社といろいろ確認したんですが、

このやり取りしてもちょっと時間がもったいないんで、今言われたように新たに申請す

るならば、例えば１年先、２年先になるかも分かりませんが、それはいいと思います。

そのときに、今言われる新植であるとか、皆伐であるとか、それはどうぞやってくださ

い。その間、なくなった間は、倉吉市がこの４月に森林組合、中部森林組合が申請して

クレジット通って、約４８６トン申請されました。そして、倉吉市はその後ろにいて、

バックアップするだけです。森林組合と鳥銀さんが仲介役になって、実際にはＪＡさん

が購入されました、ＪＡ鳥取中央がクレジット購入ということで、５月３１日に新聞に

出ました。ということで何が言いたいかいいますと、今、日南町の森林組合が持ってる

０００か ０００かぐらいは、それはそのまま森林組合が売ったらいいんですよ、そ 

れで、コマーシャルベースでこの式に町長が横におればいいんですよ。だから、あえて

町が買う必要ないんですよ。今Ｊ－クレジットいただいても、結果的には森林組合であ

るとか、林業のこれ行くわけでしょ、何にも手続要りません。要するに、森林組合さん
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の持ってる ０００トンを町が横におってするだけでいいんですよ、何ら手続要らない。

０００万の予算、そしてまた入った金をまた０る、そんな無０なことをしないで、倉

吉市、中部森林組合方式で、その間新たに町が町有林で取得する間はそれされたらいい

んじゃないですか。こんな議会に ０００万かかりますよ、そして道の駅に２００万寄

附しますよ、もうおかしいじゃないですか。どうでしょう、私の提案は。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） その手法は当然あるべきだというふうには理解しておりますし、

現時点では、森林組合が、どういいましょうか、売買の取得がゼロではありませんので、

幾ばくかの動きはあるっていうことだけは承知のとおりだというふうに思っております。

ただ、うちの場合はどちらかいうと、企業の皆さんに仲介をしていただきながら、民間

の企業の皆さんとＪ－クレジットの契約をさせていただく中の話として、やはり自治体

から買いたいという意向が強いっていうのが現状でありますので、そういった意味で、

うちのほうが少し、どういいましょうか、売上げが上がってるっていう状況下にありま

すので、そういったこともありますので、やはり現状のままでいくと不足するので、森

林組合のほうからいただいた形の中で整理をしていくほうがベストかなというふうには

現時点では思っております。

ですから、今おっしゃられた事例は決して悪い事例ではないというふうに私も思って

ますし、組合としても努力をされていくんだろうというふうには思っておりますが、う

ちのほうとして残がなくなるっていうことの中で、新しく取得する間の、どういいまし

ょうか、少し持っておくっていうことがこれからは必要かなというふうには思ってます。

以上です。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） もうこれ以上押し問答をやってもいけませんので、また

議会へ提案されるときは、議員またいろんな話をして、どうかをすればいいと思います。

ちょっとあと１点だけ。トン当たり１万から ０００円にした時期と、なぜ ０００ 

円にしたのか教えていただきたい。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今その辺の金額の変更についての時期についてはちょっと明確

ではないですが、知ってる範囲から申し上げますと、販売が開始した当時の一般的な単

価っていうのは１万 ０００円だったというふうに理解しておりますが、 ０００円に 

した、下げた時期っていうのはちょっと明確に記憶しておりませんので、また後から報

告をさせていただきたいと思いますが、ただ、最初の頃はやっぱり販売がどんどんでき

る状況ではなかったということの環境の中で、少し国内の状況を見ながらっていう形で

整理してきたんではないのかなというふうに推測しております。現在でも、やはりそれ

ぞれの団体によってやっぱり単価がかなり違いますっていうことだけは言えるのかなと

思ってます。
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○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 一番安いのが日南町、 ０００円です。そして、お一の

日野町の板井原、これは県有林です、幾らか御存じですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 現時点で掌握しておりますのは、鳥取県のほうがもちろん取得

されて販売をされております。その単価につきましては１万 ０００円ということで掌

握をしております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） そうですね。造林公社と、それから県有林も確認いたし

ました。１万 ０００円が県有林です。造林公社は１万円から１万 ０００円です。そ 

れは業者によってれ談しながら決めるそうです、造林公社ですよ。板井原は１万 ００

０円です。そして、先ほどの話の中で手数料のこともちらっと言われました、増額。増

額したんですか。審査意見では増額するのは５％、抑えたらどうかと言いましたが、ど

うなってるんでしょう。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 審査意見の内容につきましては承知をしております。ただ、そ

ういう現下の状況で、れ手方のこともありまして、提案をさせていただいております１

０％という形でこれからも進めさせていただきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、１０％は承認してませんというか、全体の予算を

承認したからそうかもしれません。審査意見では、もう残り僅かなんでそのままいって

はどうかという意見しとるんですが。なぜ１０パーかといいますと、銀行の０場から言

います、造林公社、いや、県で買う手数料は今でも５％なんですよ、なぜか、１万 ０

００円だから。５パーだから７５０円か。こっちは、５パーだから４００円なんですよ。

要するに倍違うんですよ。そういうことでしょう。だから、もう日南町あと僅か８００

しかないので、このまんまの５％、僕はなってると思っとったら、先ほどのあれでは１

０パーと言われたんで、もう完全、議会にも説明もないし、議会軽視ですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御意見とすれば承って、承知しておりますが、今後の推進も、

どういいましょうか、さらに伸ばしていきたいということも含めて、こういった業者と

の、どういいましょうか、協議の中で方向性を示させていただいたということで御理解

をいただければというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 私は理解できません。

審査意見で、これで２つですよ、審査でいろいろな話をして、所管の課から聞いて、

皆さんで、委員みんなで論議してるのに、ことごとく無視されるならば、審査の内容が
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疑われますよ。いや、疑うというより執行部はどうなんですか。私、これ聞いて、残念

です。それ以上言いません。

次に行きます。次は町営バスです。町営バスの車検切れについて、町長は新聞で、報

道で陳謝されましたが、まず、これの条例に基づく懲罰委員会というんですか、その委

員会はいつ開かれたんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 職員の懲罰委員会というところでございますので、それが５月

の３０日に実施したところでございます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、町長の減給であるとか副町長の減給は、特別職だ

からこの条例に基づかず、自分たちで判断したんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 役場の中で持っておりますものは職員に対する懲罰の審査会で

ございます。ですから、私どもの特別職の審査をする場ではありません。ですが、御案

内のように、私たちの給料の変更をする場合につきましては、議会の承認が要るってい

うことでありますので、基本的には、こういう事例が発生した段階の中で、一定の日に

ちが経過する中で、私自身としての判断、あるいは副町長としての判断を決めて今回お

願いをするものでございます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） この件については、明日の本会議で条例を提案されるん

で、そのときに議員の皆さんがどう判断されるかですけども、私としては、これの車検

切れ、自賠責切れ、これは罰金とか点数とか、幾らなんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 現時点においては、その内容につきましての指導は入ってない

っていうのが現状でありますので、これからどういう形になるのかは分かりませんが、

関係者の皆さんからの、どういいましょうか、通知なり通達なりっていうのがあるだか

もしれませんていう状況ではございます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、罰則御存じないんですか、罰則を。行政処分、刑

事処分、御存じないですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） その内容も含めて指示なりがあるというふうに理解をしとると

こでございます。

○議長（山本 芳昭君） 大西議員の質問は、法的にどういう処罰があるかということで

す。道路交通法において何点減点であるとかという質疑であります。

實延総務課長。
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○総務課長（實延 太郎君） 失礼いたします。お尋ねの内容でございます。無車検での

罰則につきましては、道路運０車両法第８条の規定によりまして、違反点数６点、３０

日間の免許停止、６か月以下の懲役または３０万円以下の罰金となっております。また、

無車検、無保険での罰則につきましては、違反点数１２点、９０日間の免許停止、１年

６か月以下の懲役または８０万円以下の罰金。また、無保険での罰則につきましては、

無保険というのは自賠責保険でございます。自動車損害賠償保障法第５条の規定により

まして、違反点数６点、１年以下の懲役または５０万円以下の罰金というふうに整理し

ております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） そこなんですよ。これは一般的というか、そうなんです。

こうなると、対象者は誰になるんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） その内容については、多分捜査中っていう状況ではないのかな

というふうに私自身は理解をしております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 警察や陸運局に確認しておられないんですか、対象者は。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） お尋ねの対象者につきましては、捜査中でございますので、

それらも含めてそれぞれで確認をされていると思いますが、こちらでは確認を行ってお

りません。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、一番大事なとこですよ。私が聞くところによると、

運転手なんですよ、法律上。でも、運転手であればかわいそうでしょう。自分の自家用

車で無保険、無車検であれば罰則は仕方ないですが、本当にボランティア的に働いて、

一緒にされてるのに、これはマックスの今罰則の話しされたわけです。情状酌量になる

とか、どうなるか分かりませんが、もう２か月半たって、聞き取りも聞きますと、運転

手さんに、はっきり運転手さん言われましたがな。運転手さんに聞き取りしてあると、

５月のいついつまでに。そして今、それの最終のどうするかは今課題なんですよ。これ

でもし決まれば大きな問題で、今、町長と副町長は明日条例提案されますが、私は、気

持ちはよく分かりましたと、町長、副町長、減給１か月、１０％、５％、それはよく分

かりました。要するに、最終処分決まってから、本当に町民のために一生懸命働いて運

転していただいてる方がこのような罰則を受けられることになれば、これはたまったも

んじゃないですよ。

簡単な事例言いますと、タクシーであるとかバスの方は、もし車検とか自賠責切れと

った場合、運転手さん全部対象でしょう、乗っとった運転手さん。その辺は運輸局も警

察も配慮してくれると思いますが、これは、私思うのに、やはり処分対象については運
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転手さんになると思うんで、分かりませんよ、私は。その辺で、どう思われます、今。

処分出てから再度されるのか、明日の提案されるんで、今どうのこうの言えませんが、

一つそれを言っときますが、私の思いは、今回出されて、再度ですね、町長が自ら処分

出た後もまた検討して、最悪上乗せするとかいうことはどうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、結果を待った段階で、最終的には判断をさせてい

ただきたいというふうに思っております。あまりにも、どういいましょうか、リスクの

拡大っていいましょうか、そういうところもあるかもしれませんけれども、基本的には

法的な流れの中で審判をいただきながら、その結果の内容に応じて、また改めて考える

べきところがあるようでしたらそのように対応していきたいというふうに思っておりま

す。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 実は新聞でここまで出たんで、当然、これは日本海新聞

も山陰中央新報も両方出たんですが、担当課でということで、残念ながら職員さんがミ

スを犯したような形になってますが、私はいつも、会社にいたときは、変化点管理をす

るんですよ。どういうことかといいますと、人が替わった、人事異動があった、システ

ム変えました、いろいろ変えたときに要注意して上司は見るんですよ。だから、担当者

が本当に、要するに知っておってそうなったのか、知らなくてなったのかと、要するに

手落ちと手抜きとあるんですよ。担当者に申し訳ないですよ。それを上司が見るべきで

しょ。担当課長、室長、どうか知りません、その辺はどうなんですか、調査されました

か。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） 審査会の座長であります私から報告させていただきますけど

も、先ほどお話がありましたとおり、３０日の段階でそういう調査をさせていただいて、

その責任の度合い等々についても審査はさせていただきました。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 一つの事例言いますと、つい最近、山口県の一一町、

６３０万ありましたね。これが見事に新人さんだったんですね。そして、町長自らが回

収に走り、そして約 ３００万ぐらい回収できたと。そして、自ら ５か月、３か月か、

それから副町長が４０％、担当室長も減給と、３か月、そういう処分をされました。そ

ういうことを思われたときに、何が共通するかいうと、新人さん、担当者が替わった、

そういうことなんですよ。だから、ほかの職場も一緒なんですよ。我々会社におったと

きは引継ぎを大事にしなさい言うんですよ。そして、任して任さずという言葉あるんで

すよ。任しっきりになるからそうなるんですよ。任して任さずは、チェックをするんで

すよ、チェック。チェックの知らない上司は外したほうがいいんですよ。そのための仕

事でしょ。担当者がミスしないかなと、過９の失敗事例を見ながら、ああ、こんなミス
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があったな、こんな伝票処理をミスったなとか、それを蓄０してレベルアップするわけ

です。今ずっと底辺一緒でしたよ。後で言いますけど、町長がこの日本海新聞に、鳥取

県の知事がアフターコロナについて、これ出されましたね、町長。ここに書いてある、

先ほど言われましたが、人づくり、地方創生は人づくりと書かれました。内容も、いろ

いろ自分はこうこうやってきたと、ただし今後どうやるかはと言われたら、人づくりと

言われた。まさに町職員の人づくりはどうなんですか。思いを言ってください。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的にはそこに書いてあるとおりですし、私もそのように思

ってますし、これからもそのことが重要だろうというふうに思っております。特によく

言われるのが、これから先が見えない社会と言われております。そういったところの中

で、地域づくりだとかふるさとづくりをするためにはやっぱり人だろうというふうに思

います。ＤＸの推進というところも加えていきながら、そのことが方向性だろうという

ふうに認識しておりますので、引き続き人材育成なりも含めてやっていきたいというふ

うに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） それで、町長の再出馬意向ということで、新聞に今日の

朝出ました。今までの実績とか、今後、ただ、今後どうしていこうという大きな思いは、

まだ今日のでは、これから考えていくということなんですが、やはり３年半やられてあ

と半年ですが、新聞でいくと後援会に伝えたということですけども、本当に熱意がある

んでしょうか。そして、町民のために本当に働いてもらえるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように町長の職っていえば、の役割っていうのは、皆

さん御承知のとおりだろうというふうに思っております。ですから、そのために意思が

あるようだったら、あるから０つっていう考え方を持ってるわけですので、本当にある

かないかっていうことではなくて、あるためにその考え方を持つっていうことだろうと

いうふうに思ってますので。ですから、昨日の段階では個人的な明確な話はしませんし、

たまたまっていうか、一般質問のほうで御質問いただきましたので、この場をもって正

式な形の思いを伝えるべきだというふうに思ってましたので、その辺の考え方を御理解

いただきたいというふうに思ってますし、先ほども申し上げましたが、基本的には大き

な命題は、地方創生を推進するっていうのが大きな命題だろうというふうに思っており

ます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 大きな命題は地方創生ということで、もし０候補表明さ

れて、そして２期をされるならば、やはり町民のためにどう持っていくか。ちょっと私

自身がやはり、前町長は本当に急逝されたんで、重い強い決断をされたと思うんです、

御家族共々、大変な思いで決断されたと思うんです。無難なく３年半はされたと思いま
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す。でも、これからの２期は、やはり次はばっと行くような、今まで３年半の実績を基

に、前任の町長はもう動というんですか、うわあといろんなアイデアマンでしたんで、

町長もそれでずっと副町長でされてきたんで、今度は多少、前町長の動をちょっと入れ

ていただいて、同じようにせいとは言いません、やっぱりいろんなアイデアでどんどん

ぶつけていって、町民のためにやっていただきたいという思いがあるんですが、いかが

でしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように、今、３年と半年がたとうとするところでござ

います。新型コロナというところがスタートしまして、要は２年目からですが、それが

今２年半続いている段階であります。これからどうなるかっていうことは分かりません

けれども、多少やっぱり動きが可能な時期が到来するというふうに思っておりますので、

そういったところにらみながら、新たな考え方も加えながらやっていきたいという思い

は持っているとこでございます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） すみません、ちょっと１点ほど、先ほどの自賠責の等々

ありますが、安全運転管理者は誰なんですか、どちらの課長ですか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 総務課長の０場にある者でございます。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 総務課長はこれ全般の安全運転管理者をされてるわけで

すね、総務課長が。前回、企画課長でしたけども。講習会にはいつ行かれるんですか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 御承知のとおり、このたびの人事異動で、私自身は４月か

ら着任しておりますが、間もなく講習があるというふうに確認をしておりますので、近

日中には受講したいと考えております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 安全運転管理者講習会行かれて、いろんな処分あるわけ

ですよ、道路交通法に基づいて運行計画、運行日誌の作成、年１回の講習の参加等々多

岐にわたり要るわけです。それから経験も必要なんです。やはりそこが中心になって、

公用車、それでバス等々ありますので、ただ、私言いたかったのは、対策の中で、僕は

見てませんが、車検のシールの大きなん貼った、そしてチェックシートをこうつける、

物すごく負荷かかってますよ。自分の車にそんなことします。要するに、このことによ

って物すごく負荷かかるわけですよ。どこの会社でもそこもやってる、何か対策は、目

先の対策だけやって、あと負荷かかって、そういう分は長続きしませんよ。本当の真の

要因をつかまんと、今度から人が替わっても、担当が替わっても、新人が来てもできる

ような仕組みかどうかは、後日全部のことが分かった上で、総務教育常任委員会でも審
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査したいと思います、所管事業として聞きたいと思う。そこまで入らないと、ああ、こ

れで終わったわ、やったわでは困るんで、それはほかの職場も一緒なんですよ。ああ、

今、今回企画と総務課だなと思うんじゃなしに、自分とこでどういうことないかなと、

特に法令に、一番は法律ですよ、あとは自分たちでつくったシステムでやりゃいいわけ

で、でも法律違反だけはできません。だから、今言うように、交通のスピード違反やっ

ても最高４万円なんですよ。これ車検切れで３０万と自賠責５０万ですよ。たまたま３

か月間無事故でよかったですけど、もし事故しちゃったらもう目も当てられませんよ。

それほどちょっと認識をしていただきたいんですが、町長、どうですか、今また質問を

ぶり返しましたけども、思いをもう一遍、そういった思いでちょっと見直しをしていた

だきたいんですが、再度。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、二度と同じようなことが起こらないための施策っ

ていうところが基軸だろうというふうに思っております。もちろんのこと法律違反とい

うのはよくない話でありますので、そうならないための、やっぱり今回の事例も含めて

しっかり検証した上での対策っていうのが、当ら５つの報告をさせていただきました。

有効的なのが１番目と５番目だろうというふうに思っておりますが、ですから、多くの

目で、ぼちぼち車検だよねっていうところが、それのところが声かけしながら担当レベ

ルのところへつながって、本当に落ち度がない形っていうのをやっぱりつくっていかな

いといけないのかなというふうに思っております。最低でも、今、公用車の購入の際に

は、その条件として、申し上げましたけど、どういいましょうか、通知のほうをいただ

くっていうことを明記していきましたので、その体制を今既にやっておりますので、多

分多くの、どういいましょうか、こういった事例がなくなるんではないのかなというふ

うには期待しておりますが、それも、誰もが人間でありますので、多くの目でそれこそ

チェック機能が働く体制づくりというのを構築をしていきたいと思いますし、また、内

容的にやってみながら、不必要な部分があるんでしたら、それは変更していきたいとい

うふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） その関連で、１件だけちょっと御質問したいんですが、

例えば、１１月で車検切れありました、そして、３月の中旬にはがきが来ました、４か

月近くです。もしはがきが来なかった場合に、いつ、誰が、どのように発見できるんで

すか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） できるかどうかっていうお答えの正確性はないっていうふうに

思っておりますが、ただ、やはり、どういいましょうか、予算化してるっていう状況も

ありますので、それこそどっかでは分かることが発生するんではないのかなというふう

に思っておりますが、それは想像の話でありますので、いずれにしても、二度とないよ
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うな形の中でこれからもやっていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） いや、そうですね。最初、予算やり、伝票処理し、決算

しなければいけません。ということは、３月末まで発見できないいうシステムだったと

いうことでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） システムっていうか、基本的には事務的な流れっていうところ

は、もちろん当初予算上げてますので、該当する車両っていうことは明確になってます

が、その認識っていうところが現実問題として薄れてたっていうか、空白になってしま

ったという実例であります。だから、結果的には、おっしゃられるように３月の段階で

って話は、発見するっていうことはあり得る話ですけれども、現時点においてはその辺

の明確性はないので、改めて申し上げることはできませんけれども、そのために、そう

ならないために改めて１か月前とかって話になるとすぐその行動ができるわけですので、

会社側からの通知も含めて、うちの内部の職員の、今月これが、どういいましょうか、

車検切れになるよねって話のところを分かれば、すぐ発注ができるっていうことになる

というふうに思っておりますので、その辺のタイムラグは少なくするっていうことが一

番大事かなというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 今日は４点の質問いたしました。いろいろ話をしました

が、今後いろんなら、特にセントラルについては全力で、町長、２期も挑戦されるなら

ば、何とか１期中に大きな目安をつけていただきたい。その決意をちょっとお願いした

いんですが。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 現状の内容につきましてはいろいろ御議論させていただいた経

過があるというふうに思っておりますが、私どもとしてもそのように臨みたいと思いま

すし、そのような行動に、あるいは発言に代えさせていただきたいというふうに思って

おります。

○議長（山本 芳昭君） １番、大西保議員。

○議員（１番 大西 保君） 以上をもちまして一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。

○議長（山本 芳昭君） 大西保議員の一般質問を終わります。

○議長（山本 芳昭君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１０時５５分からといた

します。

午前１０時４４分休憩
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午前１０時５５分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。

タブレット２ページ。

３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 最近、ＤＸ、デジタルトランスフォーメーションという

言葉をよく耳にするようになりました。生活や経済活動をデジタル技術によって向上さ

せようという概念で、様々な分野で推進が求められています。アナログの温かみも大切

にしながら、デジタル技術を駆使して、町民によりよい行政サービスが可能になるので

はないでしょうか。そして、デジタル技術やＡＩを使って、業務の効率化にもつながる

と思います。

ＤＸの推進及びデジタル技術の活用について伺います。１、キャッシュレス事業、た

ったもカードの普及の取組について伺います。２、マイナンバーカードの普及の取組に

ついて伺います。３、ドローンの活用実績を伺います。

先日、６月５日に行われました第６３回鳥取県西部消防ポンプ操法大会において、日

南町消防団石見分団が優勝されましたことは、おめでとうございます。県大会も頑張っ

てください。以前は、災害は忘れた頃にやってくると言われましたが、最近は、忘れな

いうちにやってくると言われるようになりました。

防災体制について伺います。１、指定避難所、自主避難所、福祉避難所以外にも地域

の身近な公民館、集会所の活用も状況によっては必要な場合があります。山間部の日南

町ではイエローゾーンやレッドゾーンになってるところもありますが、対応について伺

います。２、防災士も少しずつ増えています。各種活動の中で、連携した取組や情報共

有も必要ではないでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 執行部の答弁を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 櫃田洋一議員の御質問にお答えします。

まず、最初のＤＸの推進及びデジタル技術の活用について、その中のキャッシュレス

事業、たったもカードの普及の取組についてという御質問でございます。

令和４年２月２２日に日南町キャッシュレス決済事業、たったもカードの運用を開始

し、３か月が経過しました。普及啓発に当たっては、２月２２日に事業開始スペシャル

ポイントとして、高ポ生以上の年代になる ９２７人に対して ０００ポイントを付与 

いたしました。また、３月１８日には、新型コロナ感染症の感染拡大長期化により大き

な影響を受けております町内の商な、な食な等での消なをな起するため、 ２１５人の

町民全員に１万ポイントを付与し、５月末の時点ではございますが、７⒊９％の町民の

皆様に御利用いただいております。今後、皆様の生活においてさらなる定着を目指し、

行政ポイントの０極的な活用、商工会独自で行っておりますチャージポイントキャンペ

－２７－



ーンなどを実施していきたいと考えております。７月には町外向けのたったもカードが

スタートできる準備が整いましたので、今後は町内の皆様の利用促進はもちろんのこと、

町外からの町内へお金を落としていただく仕組みを活用し、町内での経済循環をさらに

図っていきたいと考えております。

次に、マイナンバーカードの普及の取組についての御質問でございます。

生涯学習講座でスマートフォンでの申告のＰＲと併せまして、マイナンバーカードの

出張申請受付を実施しました。また、本町におきましても、マイナンバーカードを利用

し全国のコンビニ等で住民票や印鑑登録証明書の写しが取得できるようになり、広報に

ちなんで周知を行いました。利用者の利便性を向上させることにより普及を図っておる

ところでございます。

その普及状況でございますが、本年５月１日の時点で、本町の人口に対する交付枚数

率でございますが、３２％でございます。ちなみに、鳥取県が４⒉１％、全国の町村

の平均が３⒐８％となっておる状況でございます。

次に、ドローンの活用実績についてという御質問でございます。

ドローンは昨年１１月に１台購入しました。１個のバッテリーで約３０分フライトが

でき、予備バッテリーを１個準備しておりますので、バッテリー交換すれば合計約１時

間のフライトと動画、静止画の撮影ができる機種となっております。購入を行った令和

３年度中に具体的な業務に使用した実績はありませんけれども、安全な場所で試運転や

操作に慣れるために数回フライトの実施しております。

今後の活用計画でございますが、災害時の現地確認、あるいは観光施設や町施策のＰ

Ｒ動画・写真の撮影、公共施設等の異常箇所の点検作業等に活用していきたいと考えて

おります。合わせて実施しておりますオペレーターの操作教習受講状況でございますが、

現在総務課に１名、企画課に１名の合計２名の職員が受講済みとなっております。今年

度も１名が受講予定となっておりまして、年次的に各課１名程度のオペレーターを増員

していきたいというふうに考えておるとこでございます。

次に、防災体制について、イエローゾーンやレッドゾーンの対応についてという御質

問でございますが、現在、町内の避難所として認定している施設は、指定避難所ですが

８か所、自主避難所が５８か所、福祉避難所が１か所となっております。これ以外の公

民館や集会所でも土砂災害特別警戒区域、通称レッドゾーンに０地していないことなど

要件を満たせば自主避難所として活用していただけると思います。土砂災害警戒区域、

通称イエローゾーンにつきましては、斜らの傾斜や高さ、渓流の勾配など地形から判定

されるため、盛土や切土等に地形的条件が改変されない限り、区域指定の解除にはなり

ません。これに対し、レッドゾーンは、砂防堰堤等の整備により安全性が高まった場合

に指定の解除になります。避難所がレッドゾーンの中に０地していた場合は事業採択の

優先度が高くなりますので、県ともれ談しながらレッドゾーン解消に向けて要望を上げ

ていきたいと思っております。いずれにしましても、より安全な避難環境を築くために
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は日頃から各地域での話合いが重要だと感じております。避難所の整備補助金をはじめ、

各種補助事業を活用した環境整備をお願いしたいと考えております。

次に防災士の連携した取組が必要ではないかという御質問でございます。

御承知のとおり、平成２８年１０月に発生しました鳥取県中部地震におきまして、地

域の防災リーダーを中心とした共助の取組の重要性が再確認されました。平常時には共

助の取組の指導や助言を行う防災士を育成することを目的に、防災士の養成研修を実施

しております。本町ではこの取組をさらに推進するため、防災士の取得にかかるな用を

全額助成して、防災士の資格者増加に努めておるところでございます。町が把握する防

災士の資格者でございますが、昨年度は７人が取得していただきまして、合計２６人と

年々増加してるとこです。そのような中におきまして、各地域の防災体制は各まち協、

むらづくり協の協議会や各自治会など、地域の自主防災組織や社会福祉協議会が中心と

なって日頃から対策に取り組んでいただいておりますけれども、今後は住民同士、横の

連携をますます重要になってくると感じております。防災士の資格を取られた皆様には、

関係機関との連携した防災体制の環境を整えていくとともに、防災リーダーの育成や防

災知識の向上などにも寄与していただけるよう、参画の場を整えていきたいというふう

に考えております。

以上、櫃田洋一議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 再質問がありますか。

３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） まず、このたったもカードについてですが、現在どのよ

うに感じておられますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） このたったもカードの目的っていいましょうか、地域の経済の

循環というのはもちろんありますが、いわゆるキャッシュレスっていう、いわゆるＤＸ、

デジタル化のこれからのさらなる推進の社会の中で、高齢化が高い本町でありますので、

そういった皆さん方にもやっぱり、どういいましょうか、その一部にはなるのかもしれ

ませんが、そういった取組に慣れていただくっていうこともやっぱり一つの目的になっ

ておるというふうに私は思っております。そういった意味で、お聞きしますと、やはり、

どういいましょうか、結構お年寄りの皆様っていうか高齢者の皆さんの利用率も高いっ

ていうふうにおなの皆さんから聞いております。あわせて、おなの、どういいましょう

か、レジを減たれてる皆様も便利になったというふうに声を聞いておりますので、トー

タル的に言えば、よい効果が生まれてるんだろうというふうに認識しております。さら

なる、これを伸ばしていければというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 便利になった、よい効果が生まれてる、高齢の方も使わ

れてるということですね。私も様々な声をお聞きしています。地域が活性化したとか、
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起爆剤のきっかけになったとか、滑り出しは好調のように感じております。このキャッ

シュレスシステム、たったもカードですけども、導入されるに当たりまして、経済効果

や市場調査は行われましたでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 確認をしましたら、その辺のことはやってないということであ

ります。ただ、やはり、最終的にっていいましょうか、コロナ前ぐらいと比較しながら、

全体的な、どういいましょうか、効果の数値化っていうのは、できる範囲の中でしてみ

るっていうことは大事かなというふうには思っておるとこであります。要は、外で購入

していたものを町内で購入してもらうっていうことが、それをできるだけ多くしていく

って話でありますので、そういった意味で、効果の判定は難しいかもしれませんが、そ

ういったところも今後の、例えば１年後なりとかそういった長いスパンの中で整理がで

きれば、より明確な、どういいましょうか、成果という発言ができるのかなというふう

には思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） なぜされてないのかすごく不思議に思うんです。事業を

されるに当たっては、やはり調査をされたり、どういう効果があるかっていうのは当然

されるべきではないんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、他の市町村あたりの実績あるいはヒアリングをま

ず、効果も含めてですが、そういったところを検証した上で、町内の関係機関と協議し

ながらっていうことの段階を踏んで制度化してきたというふうに思っておりますので、

どういいましょうか、個々の意見聴取とかっていうことではなくて、関係機関も含めて

調査に当たってきた、スタートしてきたというふうに思っておりますので、町内の関係

者と一体の気持ちの中で進めてきたというふうに私も思っておりますので、御理解いた

だければと思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 先ほど町長は、外で購入されてたものを町内で購入され

るようになったという発言がありました。私は全てがそうではなくて、やっぱり外で購

入されてたものはそのまま外、町内で購入されてたものが、現金やクレジットカードが

このたったもカードになったというような、置き換わったような印象をすごく受けます。

それはそれで、人それぞれ捉え方もありますのであれですけども、このシステム導入さ

れるに当たりまして、どこか他市町村を参考にされてるところ、あるいはメリット、デ

メリット、デメリットはなかなか言われないと思いますが、何かあれば教えてください。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 先ほどの私の発言の中で、基本的には全てが外から購入のもの

を町内でっていうことではなくて、町内にあるものは、町外で買ってた人が仮におられ
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るとしたら、町内のほうで買っていただくっていうことで御理解をいただければという

ふうに思っております。

今回のキャッシュレスの事業につきましては、県内でも市町村でもありますし、県外

の近一の市町村でも同様な取組がなされております。例えば広島のほうでいきますと、

近場でいきますと東城町であるとか、県内でいくと北栄町あたりっていうのが既に実施

されておりますし、岡山県のほうでいくと、あれどこだったっけ、鏡野だったっけ。そ

ういうところもありますので、そういったところも全て視察をさせていただきながら、

実態を把握しながら進めてきたという経過があります。あわせて、どういいましょうか、

利用状況あたりを鑑みますと、コロナの交付金あたりも含めて、やはり食べ物に、な食

する材料あたりのところが、どういいましょうか、シェアが広いっていうところは理解

しておりますので、そういったところのおなにも今回、町とすれば参画していただいた

という経過がありますので、そういった意味での利用率が高くなっているという背景と

いうことは私自身は思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） ちょっと失礼しました。

確かに町長おっしゃるように、今までそのなに来られてない方が来られるようになっ

たっていう意見は私も聞きました。これは新たな発見というか、経済効果があるなとい

うふうに感じております。

あと、町長は買物はどのようにされておりますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 買物といいましょうか、私自身も金額は別として何回かチャー

ジはさせてもらったり、パセオの中で買物させていただいたり、できるだけ町内のとこ

ろで利用をしていきたいという気持ちもあっております。主体的な家庭の中のものは家

族の皆さんが買ってくれてるっていうふうに思っておりますが、私的なところにつきま

しては、そういった感覚の中で、できるだけ町内で利用するっていうことの考え方を基

軸にしながら買物もこれからもしていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 先ほどおっしゃったプレミアムポイントキャンペーンと

いうのはどういうものでしょうか、御説明いただければと思いますが。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 例えば、どういいましょうか、特定の日を設定して、その日に

例えばチャージをしていただいた方にはプラスのポイントをあげますっていう考え方で

あります。どういいましょうか、スタートした時点でも商工会がされましたし、今回も

そのような形が取れればというふうに思ってますし、また、商工会のほうも定期的に、

独自の考え方として、そういったところで、どういいましょうか、このカードに対する

魅力を高めていくっていうことに努力していただいてるっていうふうに思っております。
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○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） これをどんどん普及させる必要があると思うんですけど

も、普及させるに当たりましてはどのような取組をされていきますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 担当の課長のほうから答弁させていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） どのように広報していくかというところでございます。ス

ペシャルポイント、２月と３月に減ちましたけども、有効期限が、２月に減ったものは

８月末になっておりますし、３月に減ったものは９月末となっております。そういった

上手に全部使っていただけるような仕組みを、またホームページであるとか、ケーブル

テレビ、開始に当たってはケーブルテレビで番組を作りましたけども、またそういった

番組の作成であるとか、町民の皆様により知っていただくような広報のほうに努めてい

きたいと考えております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） たったもポイントギフト券っていうのを先日頂きました。

これは非常によい取組だと思うんですね。０った方も、もらった方も、非常にうれしい

です。これですけども、もう少しＰＲして、これ知らない方が多分多いと思うんですよ、

もう少し町民の方にいろいろＰＲして利用していただくことが必要だと思うんですけど

も、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 私自身も頂きましたので、流れ的にはいい感触を持っておりま

す。ですから、そういうのを、今、どういいましょうか、紙ベースでありますので、そ

ういったところをさらに便利にできるような形っていうのも模索はできるんではないの

かなというふうには思ってます。少し、現時点ではやむを得ないですけども、一枚一枚

の事務的な整理が要りますので、その辺も含めながら、できるだけ簡素化にできること

ができるようであれば、そういったところも勉強はしていきたいというふうに思ってお

ります。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） ぜひ普及させて、町内の方が御利用できるようにしてい

ただきたいと思います。大手スーパーのＷＡＯＮというカードがあります。これは決済

音がワオンっていうんですね。ある方がおっしゃってました。たったもカードもやっぱ

り町長の声で、決済音がタッタモーとか、そういうふうにしてほしいというふうに言わ

れてました。これは今後いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） できるかどうかも含めて、好評になるのかどうかも含めて検討

はさせていただきたいと思います。
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○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） ぜひお願いします。

それと、「まず隗より始めよ」っていうことわざがあります。役場庁舎内、例えば住

民課の窓口での証明書の発行や手数料、これは利用できるのでしょうか、どうでしょう

か。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） つい先日、住民課、出納室と庁内の窓口で利用できる手数

料等検討を始めたところですので、もうしばらくいろいろ詰めなければいけないところ

がありますので、またそちらのほうも方針が決まれば御案内できると考えております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） ちょっと順番が前後しましたが、やはり町内の利用な舗

拡大へのＰＲとかセールスとか、やはりこれはな舗が増えることが、当然利用者は有効

です。これは誰がどのように取り組まれますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 望ましい姿は、どういいましょうか、町内にあります企業の皆

さんの、な舗の皆さんの全員の皆さんの加入っていうのが主たる目的になれば一番いい

っていうふうに思っております。現在スタートさせていただいておりますが、全ての企

業っていうわけではありませんので、ただ、随時といいましょうか、交渉っていいまし

ょうか、お話はさせていただいてるっていうふうに思っておりますし、そのような指示

もさせていただいてる経過がありますので、制度自体の御理解をいただきながら、拡大

のほうも順次進めていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 利用な舗の拡大が、たったもカードの普及に大きく影響

をすると考えられます。利用機を末料が１台につき月額 ２１０円かかります。そして、

移動販売などを行うな舗はさらに月額５５０円かかります。以前、最初は町が負担して、

その後様子を見てという回答がありました。これについてはどうなりましたでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 執行部の説明員の方に申し上げます。発言をされるときには議

長と声を上げて発言をしていただきたいと思います。議長と声を上げて、発言要求ボタ

ンを押してください、よろしくお願いをいたします。

島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） すみません、失礼します。負担の話ですけども、２月、３

月、４月と商工会のほうが負担をして、ブースターキャンペーンということで実施のほ

うしました。今後についてでありますけども、しばらく様子を見ながらというところで

３月の段階では回答のほうさせていただいたというふうに思っております。現時点で商

工会のほうとまだそこら辺の話は詰めておりませんけども、必要があるようでしたら補

正のほうで対応させていただくという説明もしておりますので、このたびの６月補正で
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は上げさせていただいておりませんけども、また利用者の皆様の声を集約して、必要で

あれば補正のほうに上げていきたいというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） なるほど。そうすると、な舗側からかなり大きく、かな

りのな舗数がそれは必要だろうと言わないとされないということですね。やっぱり最初

は導入したけども、月額利用料がかかるのでやめるっていうな舗があるいは出たり、そ

れから、月額利用料があるので加入しないっていう、やはりな舗もいらっしゃいます。

これは最初、町が導入したこの事業、それもある程度、補助なのか負担なのかっていう

ところは考える余地はありますけども、負担あるいは補助されるべきではないんでしょ

うか、どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御意見いただきました。３か月経過した時点でございます。そ

れぞれのおなの売上げであるとか、いろんなところの違いがあるというふうに思ってお

りますので、そういった声を聞きながら必要に応じて検討をしていきたいというふうに

思っておりますので、もう少し期間を置いた形の中で御意見を集約をしていきたいとい

うふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） このを末機ですけども、１つのな舗で２台以上あるとこ

ろは特に問題はないんですけども、やはり１台しかないというところは時々データの更

新のためにストップするんですね。なので、使えない瞬間があります。そうすると、な

員さんも並んでるお客さんもちょっと焦ったりするんですね。これはこういう状況って

いうのは、この導入される会社から事前に聞かれてたんでしょうか。あるいは、新たに

そのときに発生したことなんでしょうか、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 今回導入しております決済を末に関しては、アンドロイド

のを末を利用しております。ですので、更新等は必ずかかってくるというところは承知

のほうをしております。ただ、タイミングですよね、実際その営業中にそれがかかると

いう話は、すみません、今ちょっと聞きましたので、またメーカーのほうともれ談をし

ながら、例えば夜間にそういった更新のほうはかかるようにするとか、そういったとこ

ろをちょっとれ談してみたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） そのほかに、な舗側から何か改善点の申出等々はお聞き

してないんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 現時点で特に大きな、ここを改善してほしいというような

お声はいただいておりません。
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○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 分かりました。パセオ内にあるチャージ機がちょっとエ

ラーが多いっていうのは、多分恐らく執行部のほうには届いてるかなとは思うんですけ

ども、そのほかに私がお聞きしたのは、このを末で例えば交通系のカード、ＪＲのＳｕ

ｉｃａとかＩＣＯＣＡとか、ああいったカードが使えるようになったらうれしいなって

いうな舗さんもおられたので、それはできるのでしょうか、今後どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 企画課としましても、できれば公共交通のほうでも使いた

いなというふうな考えは持っております。ただ、今のうちのたったもカードの仕組みで

すけども、カードの中に情報を持つタイプではなくって、クラウドのほうに個人の情報

を呼びに行くというところもあります。例えば携帯の電波が入らないところであると、

決済自体ができないというところも生じてくるところがやはり課題として上がっており

ますので、今そのメーカーとちょっと話をしておりますのが、例えば定期のような形に

して、枠があって枠から減っていくような形の仕組みであればひょっとしたらできるか

もというところで、今検討のほうをいただいている状況でございます。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 今年２月、３月に付与された ０００円ポイント、１万

ポイントが９月末で期限が切れるんですが、これについてやっぱりカードの保持者に利

用の促し、あるいは切れますよというような、取り込み利用してくださいっていうよう

な取組はされるのでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、お買物をすると実績が出て、紙ベースで実績が出

てきますので、ポイント残がこれぐらいですっていうような表記が出てきますので、お

なの皆さんも割と、どういいましょうか、割とじゃなくて、丁寧な説明をしていただい

てるっていうふうに思ってます。ですから、高齢者の皆さんにも取得率が高くなってる

のはそういう背景だろうというふうに思ってます。ただ、おっしゃられるように、ポイ

ントが有効期限がありますので、そういったところは気をつけながら、例えば９月末で

切れますって話になると、８月の段階で防災無線なりというようなところで御連絡する

ような周知は取っていきたいというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 利用しなかったポイント、期限が過ぎたポイントはどう

なるのでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 利用されなかったポイントにつきましては、失効する形に

なります。失効したポイントについては、今度は商工会のほうがそれを財源にして、様

々なイベントであるとか事業であるとか、そういったものの経なに充てていくことにな
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ります。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 町外者向けのカードも発行予定があるというふうに言わ

れました。これについて少しお聞きできますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） もともと計画をしておりまして、その準備をしてきましたけど、

そのカード自体の入荷っていうか、そういうところがある程度めどが０ってきたってい

うところでありますので、これから７月に向けてそういった体制づくりができましたの

で、町外の皆さん向けのものをやっぱり発行していくような段取りであります。具体的

には、７月に入ってからその町外向けを発行できる体制を整えて、ＰＲも含めてですが、

そういう形に今スケジュール的にはなっておるとこではございます。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） デジタル田園都市国家構想の実現に向けて、国が自治体

の優れた施策やアイデアを表彰するＤｉｇｉ田甲子園が今年の夏開催されるとのことで

す。日南町は町独自のキャッシュレス決済カードの発行で応募されたと聞きました。こ

れについて、ちょっと説明をお聞きしたいんですが。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 議員おっしゃるとおり、Ｄｉｇｉ田甲子園のほうの鳥取県

の地方公共市町村版のほうに応募のほうはしております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） そうですね。それ、ちょっとプレゼンテーションとか聞

けるような段階が、ただこれで応募したということだけなんですね。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） すみません、説明が不十分で申し訳ありません。うちのこ

のたったもカードの仕組みを、こういう仕組みで地域内経済循環であるとか、あと、行

政ポイントを活用した住民参画、こういったところを中心にして応募のほうをさせてい

ただきました。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 岐阜県の飛騨地域限定の電子地域通貨、さるぼぼコイン

というのがあるんです。これは成功例としてテレビ番組で放０されたんですけども、こ

れ、飛騨信用組合が地域内における経済循環を活性化することを目的に２０１７年にス

タートさせたんですが、一番のポイントは多くのな舗で利用できる。ディーラーで車も

買うことができるんですよ。そうすると、車の購入ですからポイントがすごいですよ。

それだけで何かほかのものが買えるぐらいなんです。日南町はちょっと難しいのかもし

れませんが、やはり今後の展開として、どこまでどれぐらい広げていかれるか、少し構

想があればちょっとお聞きしたいんですが。
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○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御紹介いただきました例もあるというふうには思っております

が、それこそ今スタートしたばっかしですので、そういったところを見ながら、拡大で

可能かどうかっていうところの判断はしていきたいというふうに思っておりますので、

他の市町村、おっしゃられるようにこれからデジタル化っていう話の中で、多くの市町

村がこういった取組、あるいは例えば広域的な圏域っていうところもあるのかもしれま

せんが、そういったところをにらみながら、町内、日南町としての適性に向けて検討し

ていく流れではないのかなというふうには思っております。確かに車１台で新車になる

と何百万って話の世界ですから、そういったところが具体的に可能かどうかって話は、

制度の仕組み自体にも関連する部分があるっていうふうに思っておりますので、その辺

は順次、どういいましょうか、検討の停止はせずに、拡大路線に向けての何ができるか

ってことも含めて進めていきたいというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 昨年６月の定例会でマイナンバーカードの普及率は２⒉

１％、先ほどお聞きした、現在３２％です。この数字をどのように捉えられておりま

すでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 若干の伸びはあっておりますが、基本的にはまだまだこれから

の、どういいましょうか、ＰＲをしていく必要性を高く感じてるとこではあります。１

つの例としてですが、職員あたりも地方公務員の共済の組合員でもありますので、そう

いった少し大きな団体の中の動きを取り入れるとかということも取組をしておりますの

で、そういった職員であるとか、その関係者の扶養者だとか、そういった皆さんへの、

どういいましょうか、カード取得への推進っていうのも動きをしておりますので、それ

をさらに進めていきたいなというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） そうしますと、それは少しずつでも増えればいいという

レベルなのか、それとも、もう少しがんがんとアクティブに０極的に取り組んでいくと

いうのなのか、ちょっとなかなか発言が、もしかしたら私の発言も語弊がある発言かも

しれませんけども、その辺は、取組も少し先ほど町長おっしゃいました。どのように方

向、ベクトルというか、方向性で進まれるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には国内全体の、国民全体の、どういいましょうか、対

象となるものでございますので、それは市町村レベルでも同じことだというふうに、活

用的にはそのようになるというふうに思っておりますので、推進するというのが基本だ

ろうというふうには思ってます。ただ現実の、どういいましょうか、町民の皆さんもで

すが、利便性っていうところに対しての考えまではなかなか至り切ってないっていうの
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が、現状の今の取得率にかかってるではないのかなというふうには思っております。

当初、マイナンバーカードを取得したら、健康保険証との連携だとか、あるいは運転

免許証への連携っていうところがうたわれてきてますけれども、現在、健康保険証につ

いては、できる病院とそうでない病院っていうところがあるかもしれませんが、これか

ら免許証あたりのことも取り組んでいくっていうことになれば、さらに、どういいまし

ょうか、町民の皆さん、国民の皆さんも利便性を感じてくれるんではないのかなという

ふうには期待をしてるとこですので、そういったところをこれからＰＲもしていきたい

なというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） マイナ保険証ですが、これは国の制度であります。患者

の窓口負担が増えるため見直しされる、要は、２０２４年度以降は現行の保険証廃止を

目指すと。少しずつでも普及率を上げていくということですので、これもちょっと進め

ていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 制度の中で、おっしゃられるように保険証自体がなくなるとい

う形になれば、必然的に医療に受診をする際には何らかの証明が要るわけですので、そ

の段階では強固なＰＲっていうか、推進ができるのではないかっていうか、逆に言やあ、

しないといけない状況下に至るのかなというふうには思っておりますので、その辺の具

体的な流れにつきましては、上の機関あたりとも連携を取りながら、推進に向けた行動

に移していきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） ドローンの活用実績ですけども、全くないというのは、

私すごく驚きます。先日、地元で撮影された動画を見せていただきました。そうすると、

自分の住んでる地域が何か違う世界のような感じを受けます。新鮮さもあったりするし、

これは多くのことに利用できるという、改めて感じました。毎年１人ずつ各課が目指さ

れるということですけども、今年度は何課の職員が受講されるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今年度の受講予定は建設課でございますが、本体が来たのも昨

年の１１月っていうことでもありますので、具体的な、どういいましょうか、撮影だっ

たかっていうところには至ってませんが、要は取りあえず訓練じゃないけど、操作の訓

練についての実態はありますので、そういったところで現時点では御理解いただきたい

と思います。その辺の操縦のある程度、どういいましょうか、使用頻度が高まっていく

っていう話が前提条件になるというふうに思ってますので、もう少しお時間をいただく

ことが大事かなというふうに思ってます。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） せっかくある便利なデジタルの機械ですから、今やはり
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いろいろ注目も浴びてますし、米子の高ポのほうでは操縦を楽しんだとか、あるいは鳥

取のほうではポ舎内をそういう空間にしたとか。なので、やはりもう少し、どういうん

ですか、利用して、いろんなことに利用できると思うんですね。災害時や点検等々は当

然そうなんですけども、そのほかの日常業務でもできるだけ探して使っていただくとい

うことを思うんですけども、いかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 活用用途につきましては、多様なことが生まれてくるっていう

か、できるというふうには思ってます。ですから、そういったところにできるためには

やっぱり少し技術的な向上というか、確実性っていうか、そういったとこも当然必要だ

ろうというふうに思っておりますので、目標はちゃんと持ちながら、それに対応できる

技術力というところを構築するっていうことも大事なことでありますので、そういった

ところに今、注力をしてるということで御理解をいただければというふうに思っており

ます。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 避難所ですけども、避難所に行くまでが遠かったり危険

であったり、状況によってはやっぱり近所のお宅にお世話になることもありますし、身

近な公民館、やっぱり公民館が一番、どういうんですかね、ふだん使われてたり安心感

もあったりするんですけども、そんな中で、やはりレッドゾーンやイエローゾーンのと

ころもあります。なかなかレッドゾーンのとこには行くことはないと思うんですけども、

身近にやっぱりすぐ行けれるような状況、その災害のときには本当に我が身もというか、

命を助ける行動をしてくださいよという、町の広報でもよく言われます。ですから、そ

ういったところもありますので、この辺の対応についてはいかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には指定避難所もあり、あるいは自主避難所っていうと

ころをそれぞれの地域の中で、町としてもそういう形で整理をさせていただいてるとい

うふうに思っております。ですから、基本的にはこれが基軸になるというふうに思って

おりますが、当然それ以外の公民館、集会所っていうところも存在するのも事実であり

ます。その中に、どういいましょうか、レッドであるとかということもあり得る話だろ

うというふうに思っておりますので、状況を見ながら、あるいは地域の皆さんとれ談さ

せていただきながら、個別なれ談っていう話になるというふうに思っておりますので、

それぞれ、例えばの話ですが、町の集会所の避難所ですけど、集会所の補助金制度もあ

りますので、そういったところを活用するとか、場所によってそれぞれ違いますので、

そういったところは、どういいましょうか、全てがクリアできるかどうかは別として、

地形的なこと、あるいは現在のイエローなのかレッドなのか、それと、地域の皆さんの

意向みたいなところも確認させていただきながら、もしそういうところがあるようでし

たら、個別の御れ談をいただければというふうには思っております。
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○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 中山間地域、山間部ですから、いろいろなところがレッ

ドゾーンであったりイエローゾーンはやっぱり多い町かなと考えます。利用計画の示さ

れてない中心地域ですが、イエローゾーンというふうによく聞きましたが、今後どのよ

うに進めていかれますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御指摘のとおり中心地域のところはイエローゾーンになってお

りますし、また、少し皆さん方に御提案するところが、どういいましょうか、お休み状

態のような形になって大変申し訳ないというふうに思っておりますが、改めて今年度は

その中心地域の在り方について前へ進めるように原課とも話をしておりますので、その

中で御提案なり御意見をいただきたいというふうには思っておりますが、おっしゃられ

るように、どういう形になるにしてもやっぱりイエローゾーンでありますので、あるい

は山際に水路がありますので、そういったところの対策っていうのは、やっぱりまずし

ていかないといけないのかなというふうには思っております。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 進めていかれる中で、ある程度いつ頃をめど、あるいは

どのようなもの、何か構想のようなものはあるんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 現時点で、どの時期っていうことがなかなか詰め切れてないっ

ていうのが、素案づくりの中で全体をというのが現時点でありますので、その辺は早め

に皆さん方と協議ができる形を整えていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） 町の補助により防災士も増えています。昨年度も７名受

講されて取得されて、現在２６名ということです。そうですね、本当に町が負担してい

ただいて取れる。志を持って取りたいって取った人も、あるいは、まちづくり協議会か

らの推薦で取られた方もいろいろいらっしゃると思います。防災士同士のやっぱり連携

に加えて、地域と行政がつながることで安全性がさらに高まると思うんです。そうした

取組の中で、情報の共有や、やはり研修会や、せっかく取ったのだからさらに勉強した

いとか活動したい、災害時ではなくて、日頃も含めて活動したいっていう方もやっぱり

いらっしゃいますので、この辺の取組についてはいかがでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御案内のように２６人の皆さんが防災士として今登録していた

だいておりますし、これからも増えていってくれるっていうことは大事なことかなとい

うふうに思っております。ある程度専門的な知識をお持ちということでもありますので、

その方については、やはりそれぞれの地域の防災に関する中心的な役割っていうのをこ

れから担っていただきたいというふうに思ってますし、町としてもそういった方々が地
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域におられるっていうことは、本当に、どういいましょうか、心強いというふうに私自

身は思ってます。おっしゃられるように、やっぱり取得しただけでそこで終わりではな

くて、その辺をじゃあ具体的な中でどう御活躍っていうか、中心的な役割を担って、そ

れを実行してもらうかって話になると、やはりある程度の機会っていうのが必要だろう

というふうに思っておりますので、そういった防災士の在り方も地域の中の活動の中に

防災活動の中の位置づけとして、新たな位置づけとして落とし込みながら役割っていう

ところを、どういいましょうか、ある程度明確にしていく必要性はあるというふうに思

ってます。ですから、そういう皆さん方もやっぱり現場の中でどう動いたらいいかって

いうことも検証するなど、どういいましょうか、役割を担ってもらいながら地域ごとの

やっぱり違いの中で、中心的な役割になっていただくことをお願いをしたいなというふ

うに思っておりますので、様々な研修というか、そういう機会をつくっていければとい

うふうには考えております。

○議長（山本 芳昭君） ３番、櫃田洋一議員。

○議員（３番 櫃田 洋一君） たったもカードをきっかけに活性化のある町、それから

防災力の高い日南町を目指してほしいと思います。

以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（山本 芳昭君） 櫃田洋一議員の一般質問を終わります。

○議長（山本 芳昭君） ここで暫時休憩といたします。再開を午後１時からといたしま

す。

午前１１時５２分休憩

午後 １時００分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き一般質問を続けます。

タブレット３ページ。

２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 私は、今期６月定例会の一般質問では、大きく４点の項

目について質問をいたします。

１点目はコロナ禍における介護サービスについて、２点目は携帯電話不感地域解消に

ついて、３点目はキャッシュレスシステム事業について、最後、４点目は地域活動支援

交付金についてであります。

まず、１点目のコロナ禍における介護サービスについてでありますが、２０１９年１

２月に中国一漢市で新型コロナウイルスによる感染症が発生してから、およそ２年半経

過いたしました。我が国での感染者は８９０万人を超え、３万人を超える方々が本感染

症で命を落としております。コロナウイルスの終息が見通せない中ではありますが、鳥

取県では、感染抑制型のウィズコロナにより感染抑制と経済回復を両０する取組を進め
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ております。コロナ禍の影響を大きく被ったものに高齢社会があります。感染防止のた

め不要不急の外出自粛などの結果、自粛生活が長期にわたっている高齢者への健康らの

影響が憂慮されております。また、介護サービスの利用者の方に制限がかかったり、職

員の方も感染予防を徹底しなければならないから、ケアにおいて様々な困難が生じてお

ります。最初の質問は、このコロナ禍により日南病院及び日南福祉会で制限されている

介護サービス及びその利用者への影響について伺います。

続いて、携帯電話不感地域解消についてであります。私は３月定例においても、携帯

電話不感地域解消についての一般質問を行ったところではありますが、再度この場で質

問させていただきたいと思います。携帯電話は、通話はもちろんのことでありますけれ

ども、メールやＬＩＮＥ、フェイスブック、ユーチューブなど、今や住民生活に欠かせ

ない情報機器となっております。そして都市部では、より高速で低遅延な５Ｇ、ファイ

ブＧのサービスも順次開始されております。しかし残念なことに、町内ではいまだに不

感地域が残っており、情報基盤整備が整っておりません。私が住んでいる福栄地域でも

不感地域があることから、不感地域解消をまちづくり協議会の５か年計画の１項目とし

て取り上げており、先日、簡易的ではありますが、地域内の電波調査を実施されました。

その結果、地域内の３世帯が宅内での利用ができない、あるいは、県道沿いにおいても

電波が届かない場所があるということが調査で判明いたしました。

ここで、１つ目の質問ですが、既に町が把握している町内の３地区、７集落の不感地

域について、具体的な場所、どこかを問います。

２つ目は、３月の一般質問では不感地域解消に向けての動きを問うたところ、町長か

らは、県と県下全市町村で発足したデジタルディバイド部会、それから日南町ＤＸ推進

チームの連携企業、そして各キャリアへの働きかけなどを行い、改善に取り組んでいく

という答弁をいただいております。その後の解消に向けての動き、その具体的な動きに

ついて伺います。

続いて、キャッシュレスシステム事業についてであります。２月２２日から運用が始

まりましたキャッシュレスの事業でございますけれども、まずこの質問に当たりまして、

担当課のほうから詳しい資料を頂きましたことはありがとうございます、お礼申し上げ

ます。御提供いただきました資料で、たったもカードの利用状況、これを見ますところ

５月２４日現在、開始から約３か月間、この間で電子マネー及びポイントで合計 ３８

５万円余りが利用されております。利用者の意見も、私の聞く限りではおおむね好評で

あるとの反応でありました。そこで、まず１点目として、たったもカードの直近の利用

状況について伺います。そして、２点目として、現在は町民にのみ発行されておるたっ

たもカードでありますが、４年度には町外者に対しても発行し、町内の経済効果をさら

に高めるというふうに説明を受けておりますが、町外者向けのカードの導入に向けての

準備状況について伺います。

最後、３点目は、行政ポイントの活用についてであります。行政ポイントは行政施策
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と連携し、地域活性化につなげていくために付与するポイントであり、町主催の行事や

ボランティア活動登録者などに付与するということで、４年度は２４事業を対象として、

一般会計、特別会計、合わせて８５万 ０００円の予算が組んであります。事前に提出

していただいた資料によりますと、５月２４日現在、教育課所管であります町民大学へ

の参加者、やさしい国語受講者登録、にちなんっ子クラブ、見守り隊ボランティア登録

の３事業へ合計 ０１０ポイントが付与されておりますが、今後、現在も行われており

ます住民健診受診者へ１人 ０００ポイントの付与など、低迷しております住民健診の

受診率向上に期待するところであります。現在は、町の事業が行政ポイントの対象です

が、私はさらなる地域の活性化を図るため、各まちづくり協議会主催の事業等への活用

を検討したらと思うわけですが、町長のお考えはどうでしょうか。

続いて、最後の質問は、地域活動支援交付金についてであります。この交付金は、自

治会及び班の活動の推進と安定的な運営を図ることを目的として、今年度から制定され

た交付金制度であります。私は昨年６月以降、一般質問でこの交付金の在り方について

町長と度々議論してきましたが、２月２２日にやっと交付要綱が示され、一連の申請手

続により５月２６日に自治会または班に交付金が振り込まれたと伺っております。まず

最初に、自治会または班に交付された交付金の総額について伺います。続いて、交付先

である自治会あるいは班からの反応について伺いたいと思います。といいますのも、昨

年９月時点での試算では、従前の納税奨励金と比較して減額となる自治会が、３３自治

会中９自治会があったわけでございますけれども、頂いた資料によります実績では、４

自治会増えて１３自治会が減額となっております。減額となった自治会から不満の声が

あっても当然と考えると思うんですが、どうでしょうか。

続いて、最後になりますが、私は、集会施設運営に係る経なを支援すべきとかねてよ

り申し上げてきましたが、町長からは、この交付金とは別の制度として検討したい旨の

答弁をいただいております。この制度についての検討状況を伺います。

以上、最初の質問を終わります。

○議長（山本 芳昭君） 執行部の答弁を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 岩 昭男議員の御質問にお答えします。

最初に、コロナ禍におけます介護サービス及びその利用者への影響ということの御質

問でございます。新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の中、希望する介護サービ

スが受けられないと利用者及びその御家族に影響が生じております。特にショートステ

イにつきましては、日南病院における受入れが休止となった影響もあり、利用希望者に

は他の施設サービスの利用や在宅サービスでの生活をお願いするなど、家族の負担が増

えたこともあります。デイサービスあるいはヘルパーサービス、訪問介護におきまして

も、感染状況に応じてやむなく利用制限や休止もしていましたけれども、その場合であ

っても、自宅では対応が困難な入浴や買物等については工夫して対応し、町民の生活支
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援を継続してきました。また、施設等の入所者の方のら会制限による意欲低下も懸念さ

れますが、各施設ともリモートら会等を活用したり、感染状況を見て規制の緩和をして

対応しているとこでございます。なお、コロナの感染状況の注意報が、鳥取県の場合６

月４日に解除されたことも受けまして、日南病院ではショートステイの受入れが７月か

ら再開というような現時点での見込みを聞いておるとこでございます。

次に、携帯電話不感地域の解消についてという御質問でございます。不感地域の具体

的な場所はどこかという御質問ですが、主要の４キャリアの携帯電話で令和３年３月、

４月に調査したところ、どのキャリアにおいても通話ができなかったのが、山上地区の

福寿実の中の虫尾、福万来で申し上げると和田原、大宮地区になりますと印賀の中の印

賀と横見、宝谷の宝谷、菅沢の呼子、多里地区におきましては新屋の中の新山、上萩山

の滑、湯河の奥湯谷の８の集落っていいましょうか、８自治会になります。若干７集落

というような今までのお話をさせていただいた経過がありますけども、現時点での調査

っていうところでは、そういうふうな、先ほど申し上げました数字のほうに修正をさせ

ていただきたいというふうに思っております。

次に、不感地域の解消に向けての具体的な動きについてですが、今年度の取組としま

して、日南町の自治協議会あるいは自治会長の合同会議におきましてもお願いをしたと

ころですが、改めて町内の不感地域を調査いたします。調査票につきましては、広報に

ちなん７月号の中にも調査票を入れて集約をしていきたいと思っております。先ほどの

話の中で、福栄地域においては個別にされたというお話も聞いておりまして、そういっ

た内容も調査票のほうで反映していただければ幸いというふうに思っております。集約

結果を基に、各キャリア、県、国への実際のユーザーの声として届け、国が掲げており

ます２０２３年度末の全居住エリアカバーというのを達成していきたいというふうに思

っておるとこでございます。

次に、キャッシュレスシステムの事業について、たったもカードの利用状況について

の御質問ですが、２月２２日から５月末時点の利用状況について説明をさせていただき

たいと思います。電子マネーのチャージの総額が、３か月と１週間ということでありま

して、 ９８７万 ０００円のチャージ総額でありまして、そのうちの電子マネーの利 

用額が ３１９万 ０００円となっております。いわゆるチャージ額の８  ⒍６％の利用

額ということになります。続いて、各種ポイントの利用状況でございますが、チャージ、

お買物、行政のいわゆる通常ポイントの発行総額が１２０万 ６６５ポイントとなって

おりまして、そのうちの利用されたポイントが９６万 １５７ポイントということで、

８２％の利用があってる状況です。最後に、スペシャルポイントの利用状況ですが、

２月の２２日に発行した高ポ生以上の年代に ０００ポイントを付与したスペシャルポ

イントですが、発行数が７８５万 ０００ポイントとなっておりまして、利用のほうが

６２２万 １２４ポイントで、７ ⒐３％の利用をいただいてるとこでございます。また、

３月の１８日に全町民の皆さんに１万ポイントを付与したスペシャルポイントでござい
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ますが、発行数が ２１５万ポイントでございますが、利用のほうが ８５１万 ２２  

３ポイントでございまして、６⒎６％の利用率っていう状況であります。２月から電子

マネー各種ポイントの利用総額ですが、 ８８９万 ６９１円ということになっており 

まして、そのうち利用状況でございますが、５月末ですが、７⒊９％の皆さんに御利用

いただいてる状況でございます。年代別で５０歳の女性の利用率が最も高く、続いて６

０代、７０代の女性の利用率が高い状況でございます。様々な年代の皆様に御利用いた

だいておりますので、今後も定期的なイベント、行政ポイントの活用等により、さらな

る住民の皆様への定着を図っていきたいと考えております。

次に、町外の在住者向けのたったもカードの導入についてという御質問でございます

が、カードの納入が６月の中旬頃とめどが０ち、現在は、日南町商工会と広報の方法あ

るいはイベントについて協議をしとるとこでございます。現時点での予定でありますが、

６月の２７日からチラシだとかホームページ等での広報を行うとともに、商工会加盟な

舗、役場での受付を開始したいと考えております。利用開始は７月７日を予定しており

まして、その日にはパセオ内に特設ブースを設置し申込みを受け付けます。７月中に申

し込みいただきました皆さんには、１００ポイントのプレミアムポイントつきの発行を

検討してるところでございます。今後、町外から町内にお金を落としていただけるよう、

日南町商工会と連携し０極的に推進を図っていきたいと考えております。

次に、まち協の事業に行政ポイント活用すべきという御質問でございますが、御提案

いただきましたように、各地域のまちづくりへの参画にも活用いただけると考えており

ます。まち協の事業であるとか自治会の事業についても行政ポイントを活用できるよう

に、各まち・むらづくりの協議会、関係機関と協議し、地域活動の活性化、地域コミュ

ニティーの充実が図れるような仕組みとなるよう検討していきたいと考えております。

次に、４つ目の地域活動支援交付金についてということで、交付した総額という御質

問でございますが、３３の自治会から５月中に申請をいただき、５月２６日に各自治会

から指定いただきました口座へ振込をいたしました。交付総額ですが、５３４万 ００

０円ちょうどとなっております。

次に、交付先の自治会、班の反応についての御質問ですが、５月３１日に開催しまし

た令和４年度の日南町自治協議会、自治会長合同会議におきましても、その中の質疑と

しまして、この交付金の期限を問う声をいただきました。現在、この交付金制度は５年

間としておりますが、その間に各自治会、班等から声を聞き、その時々で必要な制度と

なるよう検討を行いたいと考えております。今後、８月以降から各自治会を回していた

だき、本制度の在り方について御意見をいただく予定としておるとこでございます。

次に、集会施設運営に係る支援の検討状況についての御質問ですが、集会所の支援に

つきましては、現在検討を進めてるところであり、具体的な内容は決まってない状況で

ありますが、８月以降、各自治会を回らせていただく際に、各自治会や班からの改めて

実情や経常的に負担をされている事項もお聞きしながら、地域の皆さんの活動を集会所
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で引き続き行ってもらえるよう支援を検討していきたいと考えております。

以上、岩 昭男議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 再質問がありますか。

２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） まず、コロナ禍における介護サービスについて質問させ

ていただきたいと思います。コロナの影響は非常に長引いておるということで、医療、

福祉業界、この業界っていうのはその影響を非常に大きく受けていると言われておりま

す。通常の業務であります治療や療養という業務に加えまして、いかに感染を防ぐかと

いうことで、現場の看護師や介護士の皆さんは非常に大きな負担を負っとると思ってお

ります。また、職員の皆さんにつきましては、家庭のほう、こちらでもやはり外食をし

ちゃいけんとか、あるいは県をまたいだ移動をしちゃいけんというようなことで、いろ

んな制限があって、心身的にも非常に苦労されてるんじゃないかと思っております。答

弁いただきましたように、介護サービスのほうと、居宅でホームペルプとかデイサービ

ス、ショートステイ、ここら辺りのサービスが提供できない場合があっとるということ

ですけれども、具体的に、どの程度の人数の方がサービスが受けられなかったかという

ような情報っていうのはお持ちでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ２年半っていう期間はありますけれども、ちょっとそこまで全

体を把握し切れないっていうのが現状でありまして、例えば直近の３か月っていうとこ

ろで申し上げますと、いわゆる３月、４月、５月におけますという状況ですけれども、

ショートステイにおけますれ談ですけれども、延べ３９件、実質いうか、実利用者から

いけますと２８件という状況で確認をしてる内容ではあります。また、どういいましょ

うか、れ談の対応状況ということで、ショート利用が６件、施設入所については９件、

在宅の生活対応ということで２４件、そういうれ談も受けながら対応した数値というこ

とで報告をさせていただきたいと思います。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 実際には、３か月を見てもかなりの方が利用ができなか

ったという状況がうかがえるわけですけれども、結局、その介護サービスが受けられな

かった、その対応として実際はその家族の方が介護したというのが実態なのでしょうか。

その確認をさせてください。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ケース・バイ・ケースだろうというふうに思ってます。場合に

よっては、ヘルパーさんの仕事を利用するとかって、いろんな様々な感染予防をしなが

らっていうことも、やり方っていいましょうか、あるでしょうし、基本的にはデイサー

ビスも、どういいましょうか、様々な予防対策をしながら利用していただくとか、要は、

いわゆる事業所からいえば人数制限をするとかいうようなこともあったりして、全体と
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すれば利用者の皆さんには大変御迷惑をかけた部分は、特に最初の頃は、１年あたりは

あったんではないのかなというふうには推察しますけど、具体的なところにつきまして

の数字は、また必要があれば報告をさせていただければというふうに思っております。

以上です。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ちょっとここで具体的に事例を挙げて確認をさせていた

だきたいと思うんですけれども、町内に住んでおられます親が高齢となりまして、その

親のら倒を見るために、都会のほうに嫁いでいた方が日南町に帰ってきて親のら倒を見

ているというような状況が多々あるかと思います。そういう中において、介護サービス

を受けられていると。特に定期的にデイサービスを受けとったというような御家庭があ

ったとしましたときに、そこの娘さんが不要不急ではなく、重要な要件があって県外に

出られたと、そしてまた日南町に帰ってこられた。そうしますと、その方がいわゆる感

染のリスクがあるということで、デイサービスが利用できないんではないかと考えるわ

けですけども、そういう場合には介護サービスというのは、介護のデイサービス、こち

らのほうは利用できるものなのでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ちょっと現状は定かではありませんが、基本的な考え方からす

ると、会社側からのものを申し上げると、そういうことになるのかなというふうに思っ

てますし、役場の職員にしても、どういいましょうか、県外出張あたりがあったときに

は、帰ったときには、今はちょっと期間は短縮しておりますけど、前は１週間とかとい

うのの観察期間というようなこともあっておりますので、あるいは分散勤務とかいろん

なやり方をしておりますので、状況に応じながら対応してきたっていうふうに思ってお

ります。詳細のこと、様々なケースがあるというふうに思っておりますので、担当の課

長のほうで分かっておる部分があれば回答させたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 先ほど岩 議員のほうからもありましたけれど、病院、

福祉会のほうも、福祉事業所のほうも、本当に毎週のようにコロナの対策会議等設けま

して、感染対策に通じまして職員を中心にいろいろな規制の中も頑張っていただいてる

ところであります。おっしゃっていただいたようなケースも、昨今の感染状況を見まし

て、県外の家族との接触につきましては１週間の、県外の家族の方とのな食等を伴う接

触があった場合っていうことですね、つきましては１週間の利用自粛をお願いしている

というふうにデイサービスのほうからは聞いております。その辺りの対応につきまして

も、先ほど町長の答弁にもありましたけれど、感染状況を見ながら緩和したり、ただ、

緊急の事態に応じましては、入浴のみである短期利用であったり、必要に応じてヘルパ

ーサービスのように、なかなか家族の介護も難しい方については、出会わない形であっ

たりということの工夫をして対応していただいております。
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○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 感染が広まるという意味では非常にやはりクラスターの

関係とか、そういう思いはよく分かります。逆に、反ら、家族の負担というところで非

常にジレンマがあるわけでございますけれども、県外往来した方、この方がＰＣＲ検査

を多分帰られるときに受けられると思うんですよね、必ずね。やっぱりそういうことで

あっても、１週間という利用制限というのがつくというふうに捉えてよろしいでしょう

か。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） 先ほど回答させていただきましたデイサービスへの対

応については、この数日前の対応については確認はしておりますが、県外からの御家族

の陰性証明、ＰＣＲ検査の陰性証明を持って、ら会等は対応させていただいてるという

ふうに聞いております。デイサービスについての今々、今日現在の細やかな対応につい

てはちょっと確認不足もありますので、確認させていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 本当に日南町、非常に高齢化が進んで、やっぱり先ほど

例として申し上げた形の世帯っていうのは結構あるのかなと想像するわけです。もちろ

んコロナ対策ということで大本の国、そして県がいろいろなルールを決めるわけでござ

います。そういうような大きなルールの中で、各町の中の介護施設、病院等でいわゆる

ローカル的なルールというのもお持ちかと思うんです。何か私が感じますのに、いろい

ろとメディアで流れてる情報を聞きますと、やはり何かこう末をに行けば行くほどルー

ルがきつくなって、クラスターというものに対しての言葉、あるいは風評的な被害、そ

ういうものに対しての思いが非常に強いような気がして、本来だったら国とか県のレベ

ルでいくとサービスができることであっても、逆にそれをできなくしてしまってるとい

うような感覚を持つわけですけども、その辺の思いっていうのを、思いで申し訳ないん

ですけども、実際にそういうようなローカルルール的な運用っていうのは、やはり町内

の施設でも行っているものでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 詳細なところは理解しておりませんが、ただ、やはり県レベル

あたりの中の動きがやっぱり中心になって、私たちもそうですけれども、そこを基軸に

しながらというふうに思っておりまして、例えば今現在で申し上げますと、鳥取県のほ

うが感染予防の予防の推進月間ということで今月中には位置づけられております。施設

等につきましては、あるいは例えばな食をする事業体もそうですけれども、一般的には

それぞれの施設のマニュアルっていうところがあるというふうに、というか、提示され

てるっていうふうに思ってますので、そこをやっぱり基軸にしながらというのがそれぞ

れの施設、会社の皆さんの動きの中心になってるんだろうなというふうには思っており

ますので、特に病院だとか介護施設っていうのは、高齢者の皆さん、あるいは基礎疾患
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をお持ちの方が多くおられるということが前提になってるというふうに理解しておりま

すので、そういった意味で、逆に職員の皆さんもより感染予防には徹底していくってい

うのが基軸で、今までの流れではないのかなというふうには認識しておりますので、状

況を鑑みながらまた随時変更という形になるというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 経済のほうはウィズコロナということで、県をまたいだ

往来というのも可能になったりとかいうようなことがあるんですけども、やはりこの医

療、福祉の世界、これは厳しいものがあるとは思いますが、こちらのほうもウィズコロ

ナという動き、こちらのほうで利用者の方、その御家族の方、そこら辺をしっかりと思

いを捉えていただきながら運用していただきたいと思っております。１つ具体的なこと

になるんですけど、やはり家族への思いというのか、ら会ですね、ら会をやっぱりした

いよねっというようなことが多いと思います。やっぱりら会制限、もう一度先ほど解除

された、一部の分ですね、あったようでございますけれども、コロナの交付金を活用し

て日南病院と福祉会のほうにはリモートでら会ができるシステムを入れられとると思い

ますが、そのシステムの利用者数というのは、大体でいいんですけども、どの程度利用

されているもんでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 出口福祉保健課長。

○福祉保健課長（出口 真理君） おっしゃっていただいたように、福祉会には令和２年

度に全館のＷｉ－Ｆｉの整備をさせていただいております。申し訳ありません、全体の

利用人数まではないですが、ほぼ毎日、Ｗｉ－Ｆｉを使ったオンラインのら会のほうを

活用されてるというふうには確認しております。

今現在はら会許可証を、これまでもですけれど、ら会許可証という形で、１人の方に

対して、町内の方であればお一人の方という形で、また運転ができないという方であれ

ばお二人というような登録方法も設けまして、確実にら会ができる許可証をもって許可

もされておりまして、毎日いらっしゃる方もあったりということもしています。

また、町外の方についての対応につきましても、外でお会いできるような形であった

り、本当に県外の方であれば窓越しであったりということで、施設のほうも柔軟に対応

されているというふうに聞いております。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） 日南病院の状況をちょっと説明させていただきます。

まず、先ほどのルールにつきましては、毎週、やはり西部地区の基幹病院、保健所を中

心とした会議がございまして、そこでまず足並みをそろえたルール運用をしております。

でございますので、やはり本当に一般の方々には厳しいというふうに、我々も本当に厳

しいなと思うようなところもあるんですが、やはり基幹病院のルールを採用して足並み

をそろえておるというような状況でございます。

ら会につきましては、このルールの中で、やはり西部地区の基幹病院のルールを準用
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しておるというところでございますので、ネットを利用としたタブレットら会、これは

日南病院の場合もほぼ毎日のように利用の方がおられます。そういった状況の中で運用

のほうさせていただいております。以上でございます。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 本当にウィズコロナの対策の一つとして、やはりそのら

会というのも大切なところだと思います。現在は多分、恐らくですけれども、その施設

にら会される方が出向かれて、その場で入院されてる方、あるいは入居されてる方との

ら会だと思いますが、それで合ってますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 福家病院事務部長。

○病院事務部長（福家 寿樹君） ケース・バイ・ケースでございます。病院に来られて

のタブレットら会、それから遠隔の操作によるら会、そちらはほとんど少ないんですけ

ど、やっぱりおいでになられるケースのほうが多いというふうに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） リモートら会ですけども、やはりどうしてもら会を申し

込む方、それから受ける側、ある程度やっぱり調整っていうのが必要になりますですよ

ね。会いたいから来ました、では、すぐできますかって、そうではなくて、やはり病院

のほう、あるいは福祉会のほうでは、職員の方が受けるための準備、段取りをしなけれ

ばならないということがあろうかと思います。恐らく、本当でしたら毎日でもら会した

いんだけども、それもやっぱり制限がかかっとるというのが現状じゃないかと思います。

そういうときに、やはりウィズコロナの対応として、例えば病院、あるいは日南福祉会

あたりに、それを専門に、リモートら会を専門にでもするような人を配置するというよ

うな心遣いというか、特にこうやってコロナの臨時交付金等も出てるわけです。そうい

うようなところを活用して、期間は限定されるかもしれませんけれども、そういう職員

を配置しながらら会の頻度を増やす、そういうようなことを向かってみられたらどうで

しょうか。ちょっと提案ですけども。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ら会につきましては、以前からそういう話、特に昨年あたりは、

最初の頃はまあ仕方がないなというところが、２年目あたりはその中でも何とかならん

かって話の中で、ら会の仕組みを少し緩和したり、あるいは今回のデジタルあたりを利

活用する仕組みっていうのが誕生してきたというふうに思っております。その中で、機

械設備は行ってきたっていうことと併せて、先ほどありましたように、その利活用され

てきたというところであります。ただ現実的には、例えば増員してほしいとか、そうい

うところまでがちょっと現場の声として上がってきてないというのが現状でありますの

で、そういった実態を把握させていただきながら、必要であればその活用というか、特

にどんどん利活用できる仕組みに、どういいましょうか、向上するような状況であるな

らば、前向きに検討はしていきたいというふうに思っております。
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○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 現場の方は、ふだんの業務プラス感染対策、そして今度

ら会の対応っていったら、とんでもなく業務が増えるわけなんで、やはりそこにはマン

パワーとして別な人を充てるとか、そういうような形でぜひサービスの提供をしていた

だいて、これから町内の医療、福祉というところに向かい合っていただきたいと思いま

す。

続いて、携帯電話の不感地域についてお聞きします。福栄地区でも先般の調査で不感

のところがあるということで分かったですけども、町長の答弁の中には福栄の地域って

いうのは入っておりませんでした、もともとですね。どうでしょうか、調査の仕方、今

の、現在、先ほど町長が答弁されました３地区、８集落ですね、これはどういう調査を

した結果だったのでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ちょっと調査の内容という御質問ですので、担当課のほうから

答弁させていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 調査の方法でございます。令和３年の３月と４月に、企画

課の職員のほうで調査をした結果となっております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 分かりました。町の職員が調べたということですけど、

いろいろとこういうような制度の中では、何ていうんですかね、不感地域の定義ってい

うのが小難しいことがあって、何百メートル以内に何世帯とかいうようなことがあるん

ですけども、そういうような形での国からの調査依頼があってということではないでし

ょうか。

先ほど櫃田議員も質問の中でおっしゃいましたけども、今年１月に岸田総理はデジタ

ル田園都市国家構想ということで、デジタルの実装を通じて地方が抱える課題を解決し、

誰一人取り残されず全ての人がデジタル化のメリットを享受できる心豊かな暮らしを実

現するということを決意表明されました。そして、それを受けまして、３月には早速総

務省がデジタル田園都市国家インフラ整備計画を出しました。その中で、町長もさっき

おっしゃいました、２０２３年に携帯のエリア外人口、現在全国で ０００人おる。そ

れをゼロにすると。要は、事業をするとすれば来年度取り組むと、来年度までに取り組

まないと、このロードマップでは実現できないということになるんだけども、やっぱり

それをにらみながら国もいろんな事業を展開していくと思うんですけども、もちろん町

長、このインフラ整備計画っていうのは御存じでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 事業的には、議員おっしゃられるような、いわゆるデジタル田

園都市構想の中の利活用しながら、その中の一つとして現在こういった地域の適用がで
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きる範囲の補助金っていうところがありまして、要は先ほど申し上げましたように、来

年度末までを、制度的な中ではありますけれども、どういいましょうか、それに向かっ

た補助金はもちろん知って、既に動いてる、動いてるっていうか、様々な条件がありま

すので、それの条件と、それとやっぱり現場っていうところがそれぞれ違いがあります

ので、そういった状況を踏まえながら、どういいましょうか、補助金に向かっていく体

制づくりを今進めておるところでございまして、いわゆる担当は総務省でありますけど、

中国の通信局あたりがこちらのほうの担当部署になっておりますので、そういった職員

と皆さんと情報共有しながら進めている最中でございます。最終的には、どういいまし

ょうか、市町村負担もありますし、それと１基にしても標準的には二、三千万というふ

うに言われております。ですから、その辺の負担の在り方も含めても、最終的には財源

のことも含めてっていう話にはなりますけども、一番基軸になるのはキャリアの皆さん

が手を挙げてくれるかっていうところが一番重要なポイントかなというふうに思ってお

りますので、そういったところへの投げかけも含めて進めていきたいというふうに思っ

ております。現状はそういう状況でございます。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 町長おっしゃいました、そうですね、まず何が大切か、

キャリアが乗ってくるか乗ってこないか、これをしっかりと押さえなければ事業が展開

できないというものでございます。早速にキャリアの方、キャリア、主に４キャリアだ

と思うんですけども、こちらに担当の方、あるいは町長自ら行かれて、頼むけんつけて

ごせというぐらいの意気込みでこの事業を進めていただきたいと思います。本当にこの

事業を、国の補助事業ですけども、実際には国の予算、県の予算も必要になります、も

ちろん町も必要です。そうなるとやっぱり行政的な手続の中で段階があります。多分、

恐らく来年の事業をやろうかと思えば、もうこの時期には手を挙げて、何ぼかかります

って出さないと来年の事業できないと思うんです。ですから、本当にこの２０２３年ま

での不感地域ゼロ、本当にやろうという思いがあれば、すぐにでもやって、キャリアの

確認を取って、事業申請のほうに向かっていただきたいと思いますが、その辺の意気込

みはどうでしょうか、町長。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） デジタル化っていうところの中で、これからの社会であります、

それが基軸になるというふうに理解しておりますし、どういいましょうか、防災的な観

点というところも大きな要因だろうというふうに思っておりますので、そういった意味

での前進を進めていきたいというふうに基本的には思っておりますが、ただ単年に４キ

ャリアの中で手を挙げてくださいっていうよりも、周辺整備、整備って言やおかしい、

環境を確認しながら、どこのキャリアが一番望ましい経なかっていうところも含めて、

少し手調べをしっかりしていきながら、その該当するところに投げかけをしていきなが

らという形になろうかなというふうに思っております。おっしゃるようにあまり時間が
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ないっていう話も当然ありますので、その辺は県、あるいは国に対しても、直接的にお

願いに上がっていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） キャリアに事業に乗ってもらわないと話が進まないんで

すけど、前にも申し上げたかもしれませんけど、町には光ファイバーが既に整備されて

ますんで、それの貸出しということが可能だと思うんですが、どうでしょうか。再度ち

ょっと確認させてください。そういう光ファイバーの通信事業者への貸出しというのは

可能なものでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ごめんなさい、私もその辺の技術的な指導についてはあまり勉

強してないっていうのが現状でありますので、御指摘の内容も含めて勉強させていただ

きながら、効果的な結果が生まれる形を望んでいくよう努力していきたいというふうに

思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） そこら辺はやっぱり町としての強みなわけですんで、結

局、通信事業者さんが必要となる経なっていうのは、やはり基地局を整備するのは行政

が全てする、キャリアは出す必要ないんですよね。ひょっとしたら光ケーブル、これに

対して、それを整備するのが通信事業者であれば、その負担があるから乗ってこないん

だよというようなこともあろうかと思うんですよね。それを町が貸しますよと。何でし

たら、ただでもいいですよでも、私は正直思うんですけども。そういうようなところで

しっかりと町内の不感地域の解消に向けて、２０２３年末には町内の全て不感地域が解

消されたというような動きをしていただきたいと思います。

続きまして、キャッシュレスシステムですが、町外者向けのたったもカードというこ

とで、４月もう既に動き出すということでございますけれども、この４年度の予算の附

属資料でしたら、外貨獲得を目的とするというような表現もしてあったんですけども、

やはり町外者にたったもカードをお渡しして使っていただくというメリットっていうの

は、外貨獲得という直接的な結果ではなくて、その前段がすごく大切じゃないかと私は

思うわけです。例えば町外から来られて１万円チャージしました。１００円のポイント

がつきましたよ。買物して５％がつきました、ポイントがつきました。それは全く、

正直魅力ではないような気がします。ですから、カードを置いてどうですかって町外の

方に言ってもほとんど魅力がない、自分の持ってるクレジットカードで払ったがいいよ

というのが現状じゃないかと思うんですよ。ただ、そこで考えなければいけないのが、

要はそのカードを持って日南町にちょこちょこ来ていただく方、そういったそういう方

にカードを渡して、カードでチャージしていただいてお金を落としていただくというこ

とが必要になると思うんです。その仕組みをどうやってつくるかということですけども、

何かそういうような、ただ単にカードを配ってチャージしてもらうだけという、先ほど
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町長、１００ポイントつけるとおっしゃいましたけども、たったそのくらいのインセン

ティブのものをもって、町外の方がたったもカードを取得されると思いますか。もしく

は、どういうふうに取得してもらう案をお持ちなのか、それを伺いたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） たったもカードの御利用される皆様っていうのは、町民以外で

すね、基本的には、一般的な話になりますが、町外にお住まいだけど、町内で仕事をさ

れる方、あるいは本当に近一でお住まいで買物を平均的に町内のほうでされてる方って

いうのが、一般的な利用者の、このたったもカードの町外向けの利用者の対象になるの

が主体だろうというふうに思ってます。それ以外に、どういいましょうか、年に何回も

来られるとか、あるいは一定の期間ずっと、どういいましょうか、仕事の関係で町内に

住まれるっていうケースももちろんあるというふうに思っておりますが、基本的には私

どもの考えっていうのが、私自身の個人の話にもなるのかもしらんですが、やはり１万

円して１００円のポイントがつきますっていうところが、それを重ねていくと、１年間

で重ねていくっていうこととなるとれ当の数ポイントになりますっていうところのやっ

ぱり考え方を、特に若い人たちはそういうポイントに対して、どういいましょうか、反

応が高いのではないのかなというふうに思ってますし、むしろ私たちの年齢はたった１

００かみたいなイメージがあるのかもしれませんが、やっぱりそういった考え方の違い

っていうのは大切にしていきたいなというふうに思ってますし、それが長いスパン、１

年、２年、３年使うことによって、大きな数字になっていくっていうことを、こうした

利用することによって理解してもらうっていうことも私は大切なことではないのかなと

いうふうに思っとります。そういったカードもそうですし、おなの皆さんにも利便性が

高まっているっていうふうに思っておりますので、いろんな、これから、どういいまし

ょうか、御意見いただきながら、内容も含めて充実した形に発展していきたいというふ

うに思っとりますので、様々な御意見をいただければ幸いというふうに思っとります。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 様々な意見をちょっと言わせていただきたいと思います。

要は、そこが私は行政ポイントを使うところだと思うんです。例えば、本当に美術館に

入館していただくと１０ポイント、タクシーに乗って１００ポイント、イチョウイベン

トで５０ポイント、蛍イベントで５０ポイントというような、例ですけどもね。こうい

うような形でポイントがたまるということを知っていただき、要は、日南町のいろんな

イベント、開催される事業、そういうものに町外の方、特に近一の米子市の方なんか結

構来られると思うんですよね。そういう方にやっぱりしっかりとカードを活用していた

だくという仕組みは、そこを進めていくのが行政ポイントの力だと思うんですよ。これ

をぜひ進めていただきたいと思います。イチョウとか蛍のイベントなんかも、本当にま

ち協とかが主体になってやるというようなこともあると思うんですけど、これから、町

長答弁ではまち協やら自治会の事業にもポイントを加えていくという方針だということ
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なんで、ぜひ、そこをうまく使って進めていただきたいと思うんです。そういうふうに

考えたら、このたったもカード、すばらしいものになるんじゃないかと思います。本当

リピーターですね、日南町に対して何回も来ていただく。その方々っていうのは、思い

っていうのがしっかりと日南町のこのよさというのも理解していただけ、日南町を知っ

ていただくことの、本当にいいタイミングだと思います。ぜひ有効な活用していただき

たいと思います。

もう１点、スペシャルポイントのことについてお聞きします。このスペシャルポイン

トという名前、これはたったもカードの会員規約、町内利用者向けっていうふうなもの

があるんですけれども、ホームページにも載っておりますけれども、このスペシャルポ

イントはいわゆる行政ポイントとしての位置づけになるものなんでしょうか。基本的な

ことですけども、伺います。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 行政ポイントの位置づけでございます。行政ポイントの位

置づけは、通常のお買物ポイント、プレミアムポイントと同じ、俗に言う通常ポイント

というものの扱いになっております。スペシャルポイントというものは、例えば ００

０円を付与するとか、１万円を付与するといった、不定期に町のほうで発行させていた

だくポイントをスペシャルポイントというふうに呼んでおります。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ちょっとよく分からなかったんですけど、要は行政ポイ

ントではない位置づけですか。スペシャルポイントというものなんですか、別のもの。

ちょっとすみません、もう一回お願いします。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） すみませんでした。行政ポイントはスペシャルポイントと

は別のものになっております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） すみません、そうしますと、このたったもカードの会員

規約の約款の中に、スペシャルポイントという言葉がないんですよね、全くどこにもな

い。やっぱりそういうところが、定義をして行っていただきたい。行政ポイントについ

ては、何ですか、日南町行政ポイント事業実施要綱、これに基づいて出しますって書い

てあるんですよ。これがあるかないか、多分あるでしょうけれども、あって今のいろん

なイベントに対してのポイント、予算化されてると思うんですけれども、やっぱりスペ

シャルポイントというものを正式な名称として使うんであれば、その定義をしっかりと

どっかに書いていただきたい。もやもやのまま、いい感じで進めばいいってもんじゃな

くて、やはり行政は行政としてのしっかり文書として必要なものだと思いますんで、そ

こはしっかりと押さえていただきたいと思います。

それで、先ほどスペシャルポイントの話もあったんですけど、結局、それが使われな
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かった場合は、所有者は商工会になると。要は町としては補助金で出しておるから、余

ったものは、本来だったら補助金なしで実績報告で返してもらうというような行為があ

るんだけども、これは商工会の収入になるというふうに、そういうふうに考えてよろし

いですか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 御質問にありましたスペシャルポイントの未執行になった

分に関しては、商工会の利年になるというか、今後、たったもカードを運用していくた

めの運用資金になっていくという考え方をしております。現在、ほかの自治体等でやら

れておる各種ポイント事業、こういったものも全てこの方式でやっていて、結局、それ

でこの事業を回していくための資金になっていくような感じになっております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） そこら辺りもやっぱり公のお金を使うというところで、

だんだんと何回もこのスペシャルポイント発行していっとったら、何が何に使われたか

分からなくなると思います。そこら辺りの確認方法というのは既に商工会と減合せはさ

れていますか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） スペシャルポイント等につきましては、どれだけ使われた

かというのがしっかりと数字として出るようになっておりますので、そこの把握は町も

商工会もしっかりと把握しながら事業展開をしていきたいというふうに考えております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） たったもカードも町外者にも使っていただき、町民にも

好評だということで、ここで一つまた提案というか確認でございますけども、たったも

カードの利用状況、先ほど町長がおっしゃいました４０代、５０代、６０代、女性の利

用が多いとかいうようなお話なんですけども、要はたったもカードの利用情報のデータ、

これっていうのは今のＤＸの推進とか、日南町の今後の政策に対して利用できたらすば

らしいものじゃないかと私は思うわけですよ。特に、町外から来られた方がたったもカ

ードを持ってどこを回られたとか、そういうようなこと、非常に大切なデータとして行

政施策に対して活用できると思うんですけども、そのデータというのは日南町として活

用できるような契約になっておりますか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） このデータについては、全て町のほうで把握ができるよう

になっておりますので、ですので、例えば１０代、２０代、３０代、男性、女性、こう

いった方々の利用率であるとか、何を買われたかまでは分からないんですけども、今ど

れぐらい、平均でどれぐらい使われたかとか、そういったデータは全て把握ができるよ

うになっておりますので、今後、十分データが蓄０していけば、町政に活用していける

ものになると考えております。
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○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） そうですね、データが活用できるとすばらしいと思いま

す。もちろん商工振興はそうですけども、観光、地域振興、住民の福祉、それから行政

事務の効率化と、本当に非常に広い分野でこのカードのデータというのは活用できると

思います。今後もこのカードの持つ力を余すところなく発揮して、効率的に使っていた

だきたいと思います。

続きまして、地域活動支援交付金でありますけれども、私ちょっと一覧表を頂いたん

ですけども、若干疑問がございます。９年の４月１日現在の住民基本台帳ベースの世帯

数、この数値というのをいただいたわけなんですけども、実は今回の実績のデータを見

たときに、１年間のブランクがあるんですけれども、その世帯数を大きく上回るような

世帯数がカウントされて、その交付金が支払われた自治会があるんですけども、それは

１年間の転入転出によっての動きによる増加というふうに単年に考えてよろしいんでし

ょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回の交付額につきましては、説明のように地元からの、どう

いいましょうか、申請による数字というのを適用した総額ということで御理解いただけ

ればと思います。ただ、おっしゃられるように、前のところとの比較のというところが、

そこまでちょっと分析をしてないというのが現状であります。また、その辺については、

どういうんでしょうか、精査した段階でお知らせをさせていただければと思います。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） これこそ交付要綱によりますと、交付対象世帯としてカ

ウントするのは自治会に加入している世帯、または自治会活動に参加している世帯とな

っております。要は、どこにも住民基本台帳登録要件というのは書いてありません。そ

うしますと、住民登録をしてない方が自治会活動に参加しても、これは対象世帯として

カウントしていただけるというふうに捉えてよろしいですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 議員おっしゃるとおりの考え方でいいということで整理させて

いただいてるところでございます。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） そういうことであれば、全くそれこそ本当に自治会から

提出された世帯数っていうのがノーチェックですよね。そういうので交付金を出してい

いのかなって、私は逆に思うんですけども、どうでしょうか。要は、住民基本台帳なく

っても活動に参加しておればいいというような表現が、これまで１回も説明がなかった

と思うんですよね。既に各自治会からの交付申請が出て、交付決定で金も振り込まれて

おります。そこら辺、非常にどうでも捉えられるような要綱として組み０ててあります。

この辺の考え方はどうでしょうか。どう思われます。それでやっぱりよろしいでしょう
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か。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） 日にち等については、不確かでありますけども、委員会等で

交付金について説明をさせていただいた中で、住民基本台帳にある人数でなくって実態

の、今、自治会で把握されとる数値というところを優先していくというふうな説明をし

たように思っておりますので、御理解いただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） ちょっと若干、こう入れ違ってるんですけど、具体的な

例で言いますと、本人さんは米子に住んどると。ところめが、昔どっかの班に世帯があ

って転出したんだと。米子に住んでるんだけども、やっぱり昔住んでいた地域のことだ

から、土地も若干あったりするから、そこの地域に対して作業があったら出てきて参加

するよ、イベントがあったら参加するよ、お祭りがあったら参加するよというような方、

そういうような方もカウントしてもいいということになりますよね、今のお考えでいき

ますと。どうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的にはこの交付金がある以前から、いわゆる広報の配布も

含めた形の中で、自治会数の報告をいただいてる経過があります。ですから、基本的に

はそこを基本的にするっていう考え方の中で整理を、整理的には基軸にしてるっていう

つもりでおりますので。ちょっと詳細についてはまた再確認をしておきたいというふう

に思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） そうですね、交付金の世帯数のカウントについてはもう

ちょっと調べていただきたいんですけども。

次、ちょっと交付金の使途について確認をさせていただきたいと思います。要綱によ

りますと、交付金はとても広い範囲での使途が認めてあります。正直、何でも使えるよ

というものだと思います。既にほとんどの自治会や班というのは、その構成員の会な、

要は自治会なや部落なを徴収して従前から組織を運営していると思いますけれども、例

えば、今回いただいた交付金の全部、もしくは一部をその構成員に支払い、実質的には

自治会なあるいは部落なの値下げというふうな捉え方、これも認められますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 多分いけないというふうには説明してはないというふうに思っ

とりますが、ただ基本的には、この交付金の目的っていうところをやっぱりしっかり理

解してもらうということが大事だろうというふうに思っておりますので、最終的にはそ

れぞれの自治会であったり、班であったりというところの中で整理をしてもらうことに

なるわけですけども、結果的には。ただ、今回の私が申し上げてきたのは、やっぱりコ

ロナのこともありますけれども、これから地域の中で集まってコミュニティーをたくさ
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んつくって地域力をつくってほしいってことをお願いしてるわけでありますので、そう

いった目的ができるような形っていうのをやっぱり理解した上で活動につなげていただ

きたいということを、私からも改めてお願いをしたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） もちろんそのことは分かって、ちょっといやらしい質問

をしてしまったかなと後悔はしておるんですけども。やっぱりこうやって初めてできる

制度、これに対しての仕組みというのが非常に人の考え方によってころころ変わるんで

すよね。やはり、そのものが公平に物事を進めようと思えば、しっかりこれはこうだこ

うだと細かく決める必要というのは必ずあります。それをやらないと公平さが失われま

す。だけん、さっき言ったような世帯のカウントであり、使途についても、要は、まあ、

でも、いろんな意見を聞いて私も質問してるんですよ。やっぱりそこら辺りが金を支払

ったら終わりという感覚じゃなくって、最後の実績報告まで見てやっていただきたいな

という思いなんですよ。不公平感というのが一番０目だと。やっぱりしっかりとこうい

う基準で出しますよ、こういうふうに使ってくださいねっていうのが必要なんですよ。

コロナだから投げりゃええやと、あげりゃええや、やっぱりそういうもんじゃないと思

います。確かに目的もあります。しっかり理解していただく。ですからこそお願いした

いのが、いろんな意見、質問があると思いますけど、やっぱりそういうようなＱＡ集を

作っていただきたい。そうせんと、二百何ぼでしたっけ、班でいうとかなりの班がある

わけですよ。そこに周知をしなければいけませんよね。今度新たな制度として組み０て

るために説明に当たると、出向くと言っておっしゃってますが、その中で、もちろん今

もう既に交付したんだから、それに対しての使い方やら、ひょっとしたら、もうちょっ

とうちはもらえてましたってとこあるかもしれません。実態だけあって、別に住民票な

くっても払えるんだよとか、いろんなパターンあります。そこら辺もしっかりいろんな

パターンを想定してＱＡ集ぐらい作ってあげないと、本当に困ると思います。どういう

ふうな実績報告上げていいか分からない。確かにこういうことやりましたって活動報告

だけでいいって言われますけども、そうしたときにほんなら裏で会計っていうのがどう

いうふうになってるのか、交付金どう使われたんか、全くその目的というものをどこで

判断するか分からないと思います。そこら辺りも含めて、私は本当に今回はこうやって

町長と議論した中で、こういうような制度であれば、本当、事務手続だけが無０になる

ばかりであって、一方的に住民基本台帳で各自治会に向けて、その世帯数ばける ００

０円を行政が振り込みゃいいんですよ。何だ、申請しなしくてもいいじゃないですか。

それくらいの私はこの交付金制度だったかなとちょっと残念で、言葉を申し上げておき

たいと思います。ぜひ、そこら辺も今度出かけて意見を聞く中で、意見のほうを吸い上

げていただきたいと思います。

続きまして、集会施設の運営に係る支援ということで、これにつきましては町長、制

度の創設を検討されるということで理解いたしました。あわせまして、今度の、今の活
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動支援の交付金と併せまして、本当に自治会あるいは班の実態というのを把握していた

だきたい。特に、本当に会計の状況、あるいは班の運営状況も様々だと思うんですけど

も、それをしっかり調べた中で、こういうふうな支援したらいいよというのを選んで支

援していただきたいんですよ。お金を一方的に出しゃいいんだ、出しとるからええじゃ

ないかって、そういう思いじゃなくって、現状見ていただきながらお願いしたいと思い

ます。これに対して町長、ひとつ思いをお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 本件につきましては、昨年度からいろいろ意見交換をさせてい

ただいた経過があります。最終的には、現場に出向いた形の中で意見交換、あるいは実

情を把握させた上で、どういいましょうか、集会施設あたりの支援の在り方については

検討していきたいというふうに思っておりますので、様々な御意見、あるいはそれぞれ

の地域でまた全然違うということもあり得るのかなというふうには想定するところもあ

りますけれども、総体的な御意見の中で最終的にはまとめていきたいというふうに思っ

ておりますので、もう少しお時間をいただければというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ２番、岩 昭男議員。

○議員（２番 岩 昭男君） 以上で一般質問は終わりたいと思いますけども、やはり

こういうような交付金というのは、特にこのコロナ禍で長引く地域の活動っていうのが

停滞しております。それから、もちろんそういうようなイベントがかなりの中止になっ

ておりますし、それにあわせて、みんなで顔を合わせてな食をするという会もほとんど

持てなくなっておるのが現状です。そういう中で本当に地域の中が非常に、どうでしょ

うか、つながりが希薄となったというのをかねがね思っております、最近、私自身がで

すね。コロナ禍の終息という言葉が出るのはもうしばらく先なのかなと思います。ウィ

ズコロナということで、感染対策を継続しながら、町民みんなの知恵を出し合っていた

だいて、従来の社会に回復できればなということを願って私の一般質問を終わります。

ありがとうございました。

○議長（山本 芳昭君） 答弁はよろしいですか。

○議員（２番 岩 昭男君） 町長の思いを、地域支援に対する思いをお願いします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 私たちの、どういいましょうか、まちづくりっていうか、こう

いった地域だからこそ、やはりそれぞれの地域がまちづくり協議会、あるいはむらづく

り協議会という形で今まで培ってきた経過があります。その目的っていうのはやっぱり

それぞれの地域が自０したり、住んでいる皆さん方の協働参画っていうところをつくり

上げていくっていうのが、当初の目的だったというふうに思っております。多少、人口

が減ってきた、あるいは大部分が高齢化したっていう話はあるのかもしれませんが、と

は言いながら、やはりこれからのまちづくり、日南町としてのまちづくりをするために

は、よりそのことが、コミュニティーあたりも含めて、より重要な部分になるというふ
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うに思ってますので、そういった意味でこうした取組をスタートさせていただいたとい

うことで御理解いただきながら、これをいかに活用していただきながら、地域力を高め

ていただけるかということに私も期待をしていきたいと思いますし、支援もできるとこ

ろは、していくべきところはしていきたいというふうに思っておりますので、どういい

ましょうか、ぜひとも皆さん方も御支援のほうよろしくお願いしたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 岩 昭男議員の一般質問を終わります。

○議長（山本 芳昭君） ここで暫時休憩をいたします。再開を２時２５分からといたし

ます。

午後２時１８分休憩

午後２時２５分再開

○議長（山本 芳昭君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。

タブレット５ページ。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 今期定例会における一般質問を２点通告をしております

ので、通告に従って質問をしていきたいと思います。よろしくお願いします。

最初に、地域振興センターについてであります。住民参画によるまちづくりを進める

とともに、自治振興、地域産業の活性化及び住民学習などの拠点施設として、従来の公

民館、支館に替えて、平成１８年に設置された地域振興センターですが、今年度から自

治協議会推進交付金から替える形で、地域振興センター長に対してセンター長手当が交

付されることになりました。これまで、まちづくり協議会の会長がセンター長を務める

こととされ、地域振興センターの管理や事務長の指揮監督などの役割がありましたが、

この際、改めて地域振興センター長の位置づけ及び権限、責務などについて説明を求め

ます。また、地域振興センター事務長の職務について説明を求めます。町内７か所の地

域振興センターのうち、３か所は常勤の事務長が配置されていません。なぜ配置されて

いないのか、また、今後の対応について問います。

次に、行財政改革についてであります。令和２年度に行財政改革実施計画が策定され、

緩やかな人口減少社会を目指す行財政改革が進められていますが、その推進母体である

自０改革推進本部の体制はどうなっていますか。自０改革推進本部の在り方については、

これまでにも私自身言及をしてきたところでありますが、この際、自０改革推進本部の

体制について説明を求めます。行財政改革を着実に進めるために個別推進項目管理表を

作り、年度ごとに推進本部の点検と行財政改革推進委員からの意見を取りまとめること

になっていますが、令和３年度の実績及び推進委員の意見の取りまとめについて説明を

求めます。また、今後の推進方策について説明を求めます。以上で最初の質問を終わり

ます。
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○議長（山本 芳昭君） 執行部の答弁を求めます。

中村町長。

○町長（中村 英明君） 坪倉勝幸議員の御質問にお答えします。

初めに、地域振興センターについてということで、センター長の位置づけ、役割につ

いてという御質問でございます。地域振興センター、センター長は、日南町地域振興セ

ンター管理運営規則、その中でまちづくり協議会との会長と位置づけ、地域振興センタ

ー業務をつかさどり、地域振興センター職員とともに地域の活動拠点として事業を行っ

ていくこととしております。地域振興センター長としての役割は、主にセンター施設の

管理全般や、貸し館などの調整業務を担っていただいております。

次に、事務長職務の御質問ですが、事務長の職務につきましては、地域振興センター

事務長事業要綱、いわゆる地域振興専任職員業務についてで定め、日南町地域振興セン

ターの設置及び管理に関する条例及び管理運営規則の規定を基本としまして、大きく８

つ、１つ目が施設の管理運営に関すること、２つ目がまちづくり協議会の事務局に係る

一切の事務、３つ目が一括交付金の経理と報告、４つ目が生涯教育、社会教育の推進、

５つ目がまちづくり団体及び社会教育団体の事務支援、６つ目が自治会の振興に関する

こと、７つ目が地域自治会連合会の活動支援に関すること、８つ目が行政連絡調整に関

することを中心に、日々業務を行っております。このこと以外にも、地域の方からのれ

談、あるいは地域行事の支援など、地域振興に関わる業務を行っています。

次に、事務長の配置についてという御質問ですが、まちづくり協議会の役員の皆様、

地域の皆様のお力をいただきながら、地域を担っていただける方を現在、探していると

ころでございます。４月の時点で事務長が配置できなかった福栄、大宮、山上の事務長

についてでございますが、福栄につきましては、５月１日付で採用が決まり、大宮につ

きましては、７月の中旬の採用に向けて準備中でございます。山上につきましては、現

時点で採用の見込みが０っておりませんが、引き続き役員の皆様、地域の皆様と連携し、

採用に向け努力してまいりたいと考えております。

続いて、行財政改革についての自０改革推進本部の体制という御質問でございます。

副町長を本部長とし、地方創生専門監を配置し、自０改革推進本部の所管事務でありま

す行政改革推進委員会の庶務につきましては、企画課が担当する体制としております。

次に、行財政改革推進計画の進捗状況についての御質問でございます。日南町行財政

改革実施計画に重点項目として３４項目を定め、個別の推進管理表によりまして、令和

２年度から実施推進をしております。現在、令和３年度実績までの進捗状況を自０改革

推進本部が確認を行っております。今後、開催します日南町行財政改革推進委員会にお

いて委員会の意見をまとめた上で、進捗状況について議会に報告し、公表を行う予定に

しております。現段階で自０改革推進本部が取りまとめた進捗状況ですが、令和３年度

までの取組実績によります進捗状況は、予定より遅れている項目や、ＰＤＣＡサイクル

のＡＣＴの部分になります取組改善の見直しが必要な項目があります。令和４年度は、
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実施計画期間の５か年であります中間の年になります。重要な年度でありますが、現段

階で進捗が遅れている項目は、計画年度内の達成が難しくなります。重要項目として取

組を計画し推進していますので、検討中が継続し具体的な方向性が示されない項目につ

きましては、行財政改革推進支援委員会の御意見をいただきながら、今年度は重点的に

取組を推進してまいりたいと思っております。

次に、行財政改革をどう進めるかという御質問でございます。日南町行財政改革実施

計画の個別推進管理表により推進をしていきますが、７月の上旬に日南町行政改革推進

委員会を開催し、令和３年度の実績と令和４年度の取組内容について御意見をいただく

予定にしております。総合戦略との整合性を保つため、６月３０日に開催する第２期の

まち・ひと・しごと創生日南町総合戦略第三者評価委員会の意見等も踏まえて御協議を

お願いしたいと思っております。経済財政諮問会議の新経済・財政再生計画改革工程表

の２０２１年の政策目標に、地方行政改革の持続可能な地方行財政基盤の構築のための

７項目の工程表が示されております。日南町が本格的に取り組もうとしております自治

体のデジタルトランスフォーメーション、ＤＸの推進があります。働き方改革など、幅

広い分野に変革と進化の可能性のある事業であると思っております。重要な事業であり

ますので、早い時期に行政改革推進委員の皆さんにＤＸの取組について担当課による事

業説明を予定しております。また、使用料の見直しに関しても、担当課から行政改革推

進委員会への現状説明と意見交換の場を設ける予定としております。改革の推進の意義

につきまして、ある企業の経営者の言葉ですが、継続は衰退する。進化しなければなら

ないということを言っておられます。ＩＴ化の発展により世の中が大きく変わっていく

中、この言葉はまさしく行財政改革の意義するところではないかと考えております。自

らの主体性を創造する志を持って、丁寧な説明はもちろんですが、遅滞なくスピード感

を持って今後の行財政改革の取組を推進してまいります。

以上、坪倉勝幸議員の御質問に対する答弁とさせていただきます。

○議長（山本 芳昭君） 再質問がありますか。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 地域振興センターの件についてでありますけども、まず、

管理運営規則、昨年４月１日施行で改定をされておりますけども、これの主な改定部分

について説明をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 申し訳ありません、私自身もちょっとそこの部分の改正内容に

ついては、具体的には承知しておりません。大変申し訳ないです。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 町長、承知されてないということなんですが、これ、企

画課が担当しておられると思うわけですけど、企画課長は御存じないですか、どの部分

が改定されたのか。平成１８年につくられて、初めて改正されてますよね、３年度に。
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説明をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） すみません、恥ずかしながら、すみません、ちょっと把握

しておりませんので、確認をさせていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 今、答弁できないようですので、どの部分を改正された

のか、後ほど示していただきたいと思います。

それと、この規定の内容、そしてその次にあります、今、要綱として定めておられま

す専任職員業務についてというのは、センター長、あるいは事務長に詳しく説明をされ

たことがありますか、これまで。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、業務の内容として明確な文書化してありますので、

それぞれの職員の、どういいましょうか、採用年度は異なるかもしれませんが、基本的

なところは、どういいましょうか、事務連絡の中でできてるというふうに認識すべきだ

というふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） まち協の会長、そして事務長に当たられている人に聞い

たところ、こういった書ら、文書、見たことがないと言われました。口頭でもこういう

説明は受けたことはないって言われました。そういうところがないっていうのは、行政

組織としておかしいと思うけど。特に、事務長は会計年度任用職員でありますし、セン

ター長は施設の管理、そして会計年度任用職員を監督、指揮する０場にあります。そう

いったところに説明をされてないことについてどうお考えですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ちょっと私自身も現場のその辺が、私の目で確認してるってい

うわけではありませんですが、基本的には平成の１８年からスタートしている事業であ

りますので、当初の段階では文書化した形の中でそれぞれの事務所にあるべきだという

ふうには思っておりますし、当時は多分説明してあるというふうには思っておりますが、

その後の様々な変遷の中で人事異動があったりっていうか、人が替わられたりというこ

とがある中で、引継ぎがあってるんではないのかなというふうには思っておりますが、

それが、どういいましょうか、現場の確認の中で聞いたことがないというようなお話が

あるようでしたら、また改めて、その辺は内容の確認をさせていただきたいというふう

には思っているところですし、一般的には引継ぎというところがあるので、その辺が具

体的にどうなってるのかというのはちょっと私自身は分かりませんが、それなりの引継

ぎがあってるんではないのかなというふうには理解をしたいと思っております。いずれ

にしても、改めてそういう御意見っていうか、その辺があるようでありましたら、改め

てこの話を説明させていただきたいというふうに思ってます。
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また、一般的には、特に専任職員の業務についての、やはり平成の１８年頃でありま

すので、現状っていうところの変化も多少あるのかなというふうには思うところもあり

ますので、そういったところも精査しながら、変更するべき点があるようだったら、改

めてしておくべきかなというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） 坪倉議員、先ほどのセンターの管理運営規則のところの改正部

分が分からないっていうことがありましたが、私としても、これが分からないっていう

のはちょっと疑問に思うので、休憩を取って、調べていただきたいと思いますが、それ

がなくても議論が進められるということなら後ほどの提出でもいいとは思いますが、い

かがでしょうか。

９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 議長のそういうふうにおっしゃっていただいて感謝いた

しますが、時間のこともありますが、会期中にはっきりと分かるような形で提出してい

ただければよいと思います。今後、こういった規程の改正等については十分に把握をし

ておいていただきたいと思います。

先ほどの町長答弁ありましたけども、やっぱり説明をされないといけないと思います。

事務長連絡会議であったり、まちづくり協議会長等の合同会議等でやっぱりきちんと説

明をされるべきであるし、逆に現場の声をしっかり聞いて、この規則や要綱の改正も行

わなければならない点も出てくるんじゃないかなと思ってます。やっぱり現場の声がき

ちんとこの要綱に、現場の声を重視せよというわけじゃないんですけども、やっぱりそ

ういった現場での課題、どう町として対応するかというところをきちんと書き込むとい

うことも大切だと思いますので、お互いに説明と情報交換の機会を持っていただきたい

と思いますが、どうですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的には、センターの事務職員の皆さん方には、ふだんから

の情報交換っていうのはされてるというふうに思っておりますが、ただ、事務的な内容

の直接的な話ができてるかどうかっていう話は部分的になろうというふうに思っており

ますので、そういった意味も含めて、併せてもし改正する内容があるようだったら、そ

ういったところも含めて協議をしていきたいというふうに思ってますし、また、改めて、

重ねてになりますが、こういった説明をしていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 事務長は会計年度任用職員なんですけれども、センター

長、公か民間かでいえば民間の人であります。そのセンター長、まちづくり協議会の会

長が地域振興センターの施設管理について責任を持つというか、権限を持たれる。そし

て、会計年度任用職員の職務についても権限を持たれる、責任を持たれる。そういう状

況でありますが、例えばセンター長に対して、任命とか委嘱とか、そういう手続につい

ては行われる予定はありませんか。やっぱりそういうところも必要だと思いますが。
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○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） センター長の辞令につきましては、既にっていうか、年次的に

辞令を出させていただいてる実態はあります。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） その辞令の内容はどういう辞令で、その職務内容につい

てはどういう辞令が出してありますか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） センター長への辞令でございます。センター長への辞令に

つきましては、今月、６月末に自治協議会が開かれます。その段階で、そこのときにセ

ンター長の委嘱を行うようにしております。

委嘱の業務内容等につきましては、センター管理規則に基づくものとなろうかとは思

いますけども、ちょっとそこも確認をして、また報告のほうさせていただきたいと思い

ます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 昨年度、委嘱の辞令を出されたのかどうかはちょっと確

認できてませんが、それ以前、ない時期もあったというふうに聞いております。しっか

りとその辺の権限と責任を持たせるセンター長でありますので、そこのところの行政の

後押しといいましょうか、裏づけもしっかりとしていただきたいと思います。

その中で、地域振興センターは、町の指定避難所として運営をされます。このときに、

センター長は、あるいは事務長は、どういう０場でどういう関わりをするんですか。具

体的にこの規則などに書いてないわけですけども、その辺はどうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 防災の観点からお答えさせていただきます。指定避難所に

つきましては御承知の箇所で、一部、異なる点として、日野上の地域振興センターがご

ざいます。それ以外の地域振興センターにつきましては地域の自主防災組織という観点

から、町に対策本部が設けられた暁にも速やかに各地域で設けられ、そこの本部長なり、

それぞれの役割を持って対策に応じていらっしゃるというような状況でございます。

日野上につきましては自主防災組織の観点から、現センターにおいてお務めになられ

る、矢戸地内ですので、矢戸地域をはじめ周りの周辺の方の避難対応、あるいは日野上

全体の掌握等、務めていらっしゃる状況でございます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） としますと、センター長は、指定避難所として避難所の

責任者でもあるという解釈でよろしいんでしょうか。

事務長は、勤務時間内だったらそこにおりますけども、勤務時間外でしたら、鍵だけ

開けてくださいっていうふうに総務課から言われると。そしたら、役場の職員が到着し

たら帰ってもいいですよっていうふうに言われるというふうにも聞いてますけども、具
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体的なセンター長と事務長の職務、責務について、指定避難所の場合ですよ、どういう

ふうにセンター長なり事務長に伝えてありますでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 實延総務課長。

○総務課長（實延 太郎君） 厳密に申し上げますと、指定避難所の開設は町の責務でご

ざいます。とはいいながら、連携をして速やかに地域の皆様の安全に努めたいという観

点から、自主防災組織、各地域の皆様と連携をして開設をするという現状でございます。

事務長に、ふだんの公務も含めまして、鍵を管理されておりますので、便宜を図り、事

務長にお願いをし、あるいは早いときには各会長に開設をお願いをしまして準備をする

と。町の職員が、後追いにはなりますが、各指定避難所へ駆けつけるというような現状

でございます。時間外等にも開設する機会がございます。その辺りは、職員の規則にの

っとりまして、手当等の支給という形で整理をしているところでございます。以上です。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 事務長が３つのセンターについて最初から配置できなか

ったということなんですけども、事務長の採用基準っていうのはどういう形であるんで

しょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） どういいましょうか、基本的には、地域の皆さんの推薦である

とか、そういう形も含めたりとかしてきた経過があります。実際には、ら接という形の

中で試験を行って、人の、どういいましょうか、採用を決めてきたっていう経過があり

ますし、というのが主体的な話であります。

ただ、今回の場合は、どういいましょうか、それぞれの理由があって、長く務めたか

ら高齢にもなった、あるいは介護をしなければならない、あるいは出産というようなこ

とで、以前からお聞きしてたところでございますが、それの後任の採用に向けて地域の

皆さんとも協議をしていきながらっていう期間がありましたけれども、なかなか、どう

いいましょうか、地域の中で確定するような人選には至ってなかったというのがあって、

苦慮してきたっていうところであります。ですから、一部的には、公募の形で広告をさ

せてもらって募集をした期間もありますけども、実質的には結果が得られなかったとい

う状況であります。

そういったことも鑑みながら、やはり２月も３月も、改めて地域の皆さんと、誰かお

りませんかっていうような話を続けてきた経過がありますのですが、結果としてですが、

４月１日には辞令を出すことができなかったということでありまして、苦肉の策として、

どういいましょうか、現状の体制という形でやらせていただいた、最低限のことの今事

務のほうを遂行してきております。

あわせて、その間、以降も、どういいましょうか、募集に当たっての動きは継続して

おりまして、先ほど申し上げましたように、福栄は５月、大宮のほうは７月には新しい

方が迎えることができますっていうような状況でありますので、引き続き募集をしてい
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きたいというふうに思っておりますが、この間、そういったことの現場、地域の皆さん

との話をする中で、これからの在り方として、少しやっぱり考え方も変えていかないと

いけない部分もあるのかなというふうには思っております。

現在、集落支援員あたりとの、どういうか、タッグが組めるような新たな仕組みに変

わってきてるっていうこともありますし、それこそ、どういいましょうか、本当にフル

タイムみたいな形っていうのが基準で今まで来ておりましたけれども、状況下において

は柔軟な考え方もしていかないといけないっていうところも、これからは特に生まれて

くるのかなというふうには思ったりしますので、そういったところは、これから少しず

つその辺を現地の皆さんの、センターの皆さんとの意見交換の中で柔軟な体制がつくっ

ていきたいというふうには思ってますし、また、どういいましょうかね、引き続き正規

の職員っていう形が望ましい姿だというふうには思っておりますので、その辺の視野も

入れながら、どういいましょうか、それぞれのセンターのセンター長の、事務長の配置

について努力していきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） ちょっと前後しますけども、事務長が現在おられないこ

とについて、各まちづくり協議会の活動、そして地域振興センターの運営について、ど

ういう弊害といいましょうか、差し障りがあるのでありましょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） ４月の段階では、３つの地域で従来の形のような事務長さんを

辞令交付することはできませんでしたが、当時、そのときにいわゆる再任用職員という

形の１人は３つの地区に、１週間に、どういいましょうか、曜日ごとに分かれて勤務を

してもらうという形を取っておりました。５月には福栄のほうが採用できましたので、

現時点では、１人の方が２つの地域に行って事務をやってるっていう状況でありますの

で、地域の皆さんには大変御迷惑かけてるっていうふうには思っておりますが、ちょっ

と現場の直接な声につきましては担当課のほうからお答えさせていただきたいと思いま

す。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 先ほど町長からも申し上げましたけども、福栄については

５月１日から事務長のほう採用となっております。

それ以外の大宮でございますが、大宮は月曜日に町の再任用職員のほうが行っており

まして、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日につきましては集落支援員さんのほうで対応

していただいております。月曜日と金曜日ですね、月曜日と金曜日が町の再任用職員が

対応しております。

また、山上についても、町の再任用職員と集落支援員で分担をしておりまして、火曜

日と水曜日に再任用職員が行っておりまして、月曜日と金曜日は集落支援員で対応、木

曜日は、現時点では閉館ということで対応のほうしております。
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○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 聞いたのは、勤務の実態というか状況でなくて、実際の

地域活動やセンターの運営にどういう支障があるのか、または支障がないのか。そこの

辺、実態はどうなんですか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 支障がないことは恐らくないと思います。本当に今できる

範囲で活動をしていただいているような状況であると思いますので、本当に企画としま

しても、何とかそこが早く埋まるように努力していきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） まちづくりの中で地域活動っていうのは、町長もこの活

性化求めておられますし、実際その地域が元気がないと、やっぱり町全体の活力につな

がってこないと思いますので、やっぱり地域での活動っていうのは大事だと思います。

それは、やっぱり平成１８年に公民館制度を廃止をして、この住民協働型、あるいは参

画型のまちづくりを進めるという強い思いで公民館制度を廃止をされて、地域振興セン

ター、まちづくり協議会というふうに制度をつくられたところに遡って考えてみても、

本当に大事だと思うわけです。そういった中で、そのときに町は人材と権限と財源を地

域に出すということを、そういう方針で進めてこられたわけであります。ところが、人

材が今出せない状況があるということは、非常に残念なことであります。やっぱりしっ

かり手当てをすべきだと思います。

それは、やっぱり今地域の中で協議や人探しをされてるということを説明はありまし

たけども、かつて、地域内でどうしても事務長が見つからないというときには、役場の

一般事務で採用された当時の嘱託職員、臨時職員を嘱託職員として地域振興センターの

事務長として配置をされてきた経緯もあります。そういうことも必要じゃないかなと思

いますけども、今回なぜそれができなかったのか。すべきだったと思いますよ。どうで

しょうか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 確かに経過的にはそういう職員も配置してきた、今でいう会計

年度職員ですけれども、いうところが背景がありましたが、その段階で、その前からや

っぱりちょっと募集はしてたっていうところがずっとありまして、そこを期待していた

んですが、なかなかそれが結果として持ってこれなかっていうか、というところは反省

すべきかなというふうには思っておりますが、今までで、何か誰か来られるっていうよ

うなイメージがあったんですが、今回はなかったということもありますので、併せてそ

ういうこともこれからもあり得るんだということをより考えておきたいというふうに思

ってます。

今回は、再任用職員という形の中で、いわゆる事務的な経験者の方っていうところで
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配置をさせていただきました。ですから、そういう意味で申し上げると、時間数は少な

いのかもしらんけれども、内容的にはそれなりの、十分には、１００％とはもちろん言

えませんけれども、それなりの一時的なっていうことがカバーできたのかなっていうふ

うには思っております。

ただ、これからの在り方として、会計年度職員というふうに今適用範囲という表現に

しておりますが、そこは切り替えるなり、実態に合わせて切り替えるってことではある

というふうに思っておりますが、一つの方法として、これから職員の１年１年延長だと

か、そういった仕組みの変更にも伴いますので、場合によってはこういった再任用の職

員の皆さんにお世話になるっていう形も一つではないのかなというふうなイメージは持

っております。限定的にする必要はないというふうに思っておりますが、最悪のケース

って言やあおかしいですが、そういったところも視野に入れながら、体制に不備のない

ようなことに心がけていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） フルタイム、常勤の事務長でなくてもいいっていうよう

な発言も少し前の発言でされましたけども、地域振興を考えるときに、やっぱり専任の

職員がおられて、そこでまち協の役員あたりとしっかり連携をして、地域づくりを進め

る、大事だと思います。そこの辺のサポート、役場としてしっかりとされないと困るわ

けでありますけども、本当に今年度当初、再任用職員が持ち回りで勤務することをよし

とされたわけでありますけども、なぜ本当に、重ねて伺いますけども、会計年度任用職

員、一般事務で採用予定の人を回すことができなかったのでしょうか。

例えば一毘縁地域にいいますと、３代続けてっていうか、３人続けて、当時臨時職員、

嘱託職員を役場から出していただいております。やっぱり毎日、働き方改革もあって毎

日というわけにいかんのですけれども、常勤でそこにおられて業務に携わっていく。町

長答弁にもありますけども、地域振興に関わる業務内容で定められたこと以外に、やっ

ぱり地域振興に関わることいろんなことで働いていらっしゃいますし、働いていただい

ております。やっぱり専任の職員を充てるべきではなかったかと思いますが、重ねて今

後の取組も含めて、決して体制や支援が後退することがないように求めたいと思います

が、いかがですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回の会計年度職員の募集要項の中で、いわゆる職種別って言

やあおかしいですが、そういう区分を設けておりました。いわゆる地域振興センターの

事務長のポジションとか一般職だとか、それ以外の専門的なところだとかっていうとこ

ろで募集の、どういいましょうか、募集方法を取りまして、結果的に事務長のところに

応募がなかったという結果でありまして、従来は会計年度職員一般職みたいなことで、

包括的にやっておりましたので、そういったところで採用して、その採用者の中から、

いわゆる事務長の職務をお願いできんかというような流れで来ていた関係もあったりし
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て、そういう背景もあるのでということだけはお知らせをしておきたいと思います。

ただ、いずれにしても、採用できなかったいうこと自体は、地域の皆さんには大変御

迷惑をおかけしたということは事実でありますので、そうならないように今後も努めて

いきたいというふうに思ってますし、また、状況に応じてですけれども、様々な手だて

を早めに減っていきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） それと、施政方針説明の中で、働き方改革として、事務

長の１人体制を見直すというふうに言われておりました。集落支援員の充実でそこを補

うということだろうと思いますけれども、その取組についてはどういう実態であります

か。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 御承知のとおり、現在、特に事務長の皆さんは、昨年度あたり

は多くが女性の方に就いていただいております。特に福栄の場合は、若くて、これから

出産という形になった関係があって、将来的なところ、そのことが悪いとかっていうこ

とではなくて、将来的な捉え方として、若い皆さんが就いていただくっていうケースも

あります。そうすると、やっぱり事務長のお仕事も、どういいましょうか、夜間の仕事

があったり、祝日の行事も当然ありますので、そういったところも全て包括的に１人の

方がお世話になってたっていう経過もあります。そういうことも実態的にありますので、

将来的っていうか、これからの在り方として、やはり働きやすい勤務場所づくりってい

うところを考えると、どういいましょうか、例えばですが、夜は違う方にお世話になる、

集落支援員さんにお世話になるとか、そういったところの内容を少し柔軟な、どういい

ましょうか、在り方に働き方というところをつくっていくべきだろうというふうに思っ

ています。そういった意味で、広く、どういいましょうか、多くの皆さん方に手を挙げ

ていけれるような勤務場所というのを一つとして位置づけていけば、少しは変わってく

るのかなと、変わってくるというか、募集に当たって、勤務場所として考えてくれるっ

ていうところにもつながってくるのではないかというふうに思っておりますので、その

辺はこれから現場の皆さんとも協議をしながら進めていきたいというふうに思っており

ます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 少しかみ合わないような気がするんですけども、センタ

ー事務長の１人体制を見直し、集落支援員制度を充実を図りますということなんです。

それは休日勤務があったり夜間勤務があったりして、センター長が代休で休まれる。そ

の間、閉館をしなければならないということを回避するために、集落支援員の方に出て

いただくというような意味だと私は理解をしましたけども、そこの実態はどうですかっ

ていうことを伺っておるんですけども。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。
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○町長（中村 英明君） 例えばですが、今、福栄の５月から勤務していただいておりま

すが、フルの勤務ではないです。ですから、それ以外の時間帯については、集落支援員

の方でカバー、カバーっていうか、一緒になって全体をまとめていただくっていう姿に

変わってきておりますので、一つの事例として、そういうことが現在、起こっている言

やあおかしいですが、そういう実態であるっていうふうに御紹介させていただきたいと

思います。

基本的には、やっぱりフルの方が採用ができればそういう形が望ましい姿だっていう

ふうに思っておりますが、そうでないケースっていうところもありますので、ただ、集

落支援員さんという部門も採用させていただいている状況でありますので、一緒になっ

てその辺をカバーし合っていただくっていうことも必要だろうというふうには思ってま

すし、今後も多分そういう地域ごとに話合いをしながらしていただくっていうことが大

事かなというふうには思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 福栄の事例について話されましたけれども、町全体とし

て、企画課として、そういったシステムを、１人体制を見直すために集落支援員を充実

をするということならば、しっかりそういったシステムをやっぱり示さなければ、全地

域に示す必要があると思うわけですよね。こういう場合には集落支援員の方のサポート

を受けるとか、０極的に使ってくださいとか。今年度、集落支援員の手当に当たる賃金

もかなり増額されましたよね。そういったことも含めて、１人体制ではなくて２人、あ

るいは３人で運営するような体制をシステムとして構築しますよっていうところを、や

っぱり町主導でされないと、この１人体制を見直すっていうことにならないと思うわけ

ですよ。そこの辺についてはどうでしょうか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 先ほど坪倉議員おっしゃっていただいたように、まだ集落

支援員の皆様にそこまで周知のほうができていない状況であるというふうに考えており

ます。６月の末に自治協議会のほうを開催いたします。そのときにしっかりと、今年度

から新たに集落支援員になっていただいた皆様も何人かおられます。先ほど町長も申し

上げましたけども、今後も恐らく人材確保が困難な状況続いていくことになろうかとい

うふうに思います。また、夜の勤務であるとか休日勤務であるとか、事務長の皆様の働

き方もやっぱりちょっと考えていかなきゃいけない部分がありますので、しっかりとそ

の辺を今度の自治協議会のほうで説明のほうさせていただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） しっかり現場の声も含めて検討いただきたいと思います

し、現状、集落支援員がセンター長欠勤のときに出られたりしても、実際留守番だけに

とどまってるという実態もあろうかと思います。しっかりと機能するように取り組んで

いただきたいと思います。
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次に、行財政改革についてでありますけども、自０改革推進本部の位置づけについて、

まず伺います。どういう位置づけであるのかっていうところ。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 冒頭申し上げた推進本部の体制ということで回答させていただ

いたというふうに思っておりますが、そういう位置づけっていうか、本部長が副町長で、

職員が専門監がおって、庶務的には企画課のほうが担当するっていう体制であります。

従来と基本的には変わってないというふうな思いでおります。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） ちょっと質問の仕方が悪かったのかもしれません。推進

本部は何のために設置をされて、行政の中でどういう位置づけにありますかということ

をお聞きをいたします。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 目的は名称のとおりであるっていうふうに、行財政改革って、

行政改革も含めて、財政改革も含めて、実施を行う場所というふうに理解しております

し、どういいましょうか、この会には、先ほど申し上げましたように、本部長が副町長

でありますので、副町長を中心とした内容の進捗管理も含めてですが、という一つの、

どういいましょうか、独０的って言やあおかしいですが、町長の委嘱ではもちろんあり

ますけれども、そういったある意味では独０的な意味合いでの改革の委員会だというふ

うに認識しております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 行政組織規則第８条に、単独自０のための行財政改革を

推進するため自０改革推進本部を置くと明記してあります。ですから、これ行財政改革

を進めるための本部なんです。そこのところは、町長、副町長、総務課長、企画課長あ

たりは認識をされていたこととは思いますけども、しっかりとした位置づけを理解をし

ておってほしいと思います。

その上で、推進本部に本部長、事務局及び事務局長を置くことができると定められて

おります。課の設置条例やほかのところにはこの自０改革推進本部の規定はここしかあ

りません。行政組織規則、各課としてそこにある室の業務はどういうものか、そして、

職制、課長職、室長職あたりの職務についても書いてある規則でありますけども、その

中に平成１７年かな、その頃に第８条追加されてこれが入ってきたんです。１６年だっ

たかもしれません。（「１６年」と呼ぶ者あり）１６年です。ですから、行財政改革を

進めるための本部なんです。本部長はあります。今年度は、専門監じゃなくて、１人だ

け、専門監ですね、地方創生専門監を配置をされましたが、これは事務局なんですか、

事務局長なんですか、ただの本部員なんですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 基本的に庶務のほうは、先ほど申し上げましたように、企画課
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のほうで担当してもらうっていう話にしておりますので、その文らを申し上げますと、

主たる事務室でありますし、事務局長でもあるというふうな認識をしております。

いわゆる行政改革と、どういいましょうか、７年前になりますが、総合戦略っていう

ところを中心に担っていただくっていう形でお願いをしている内容でございます。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 先ほどの私の質問に対して、事務局長というような位置

づけかなというふうに答弁をされましたけど、これまで明確な指示はしてないと、位置

づけはしてないということなんですか。そこの辺は、やっぱり本部長としてもどういう、

これまで２か月余り推進を、業務を進めてこられましたけども、どういう位置づけなり

考えで進めてこられましたか。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） 先ほどから町長も申し上げておりますけども、１人でありま

したので、事務局長、それから職員というところが兼ねておると思います。ただし、ち

ょっと余談になるかもしれませんけども、これまではほかの仕事も専門員のほうはして

おりましたので、今年からはもうこれに特化したところの仕事をしていただくというと

ころで、専門監というところでの位置づけの任を配置してもらいましたので、その部分

で事務局長とそれから事務局員というところでの仕事をしてもらっております。ただし、

庶務については、先ほど言われたように、企画課でも一部担っていただいておるところ

であります。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 実態としてそういう認識だろうと思いますけども、きち

んとした命令が、事務局長として命令は出してなかったというふうに理解をいたしまし

た。

行財政改革に特化したって先ほど言われましたけども、事務分掌の中では、行財政改

革、地方創生総合戦略、地方創生推進交付金について担任をするふうになっております。

この辺の先ほどの発言との整合性についてはどうなんですか。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） 事務分掌の中におきます行政改革については、先ほどから言

いますように、日南町の行政改革推進委員会等の事務をやっていくというところはあり

ますし、地方創生総合戦略については、総合戦略のところで意見聴取やそれから委員会

の運営に当たるところであります。

それと、地方創生推進交付金という項目におきましては、今、国のほうから地方創生

推進交付金という補助金を頂いてこの地域創生の推進の事務があります、やっておると

ころであります。この部分については、９年、今年もですけれども、数年前から交付金

の事務をやっておるところでありますけども、ただし、これは日野川というか、大山山

麓・日野川流域観光推進協議会ということで、広域的なところでの今は事業を行ってお
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るところであります。したがいまして、その部分について補助金を出して、そして、特

に観光の部分について補助事業をやっていくという流れの中の地域創生交付金、国の交

付金事業の事務をつかさどっとるというところでありますので、十分御存じだと思いま

すけども、報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 交付金の中身などについて聞いとるわけじゃなくて、自

０改革推進本部としてどういう業務に取り組んでおるかということであります。行財政

改革だけじゃなくて、総合戦略にも取り組んでいるということであります。それは課全

体、課というか、役場全体の中での分掌の中で、ある程度理解もできますけども、そこ

の辺については、企画課の事務分掌の中にないわけですよね、総合戦略について。あり

ましたかいね。自０改革推進本部のほうにあるんですよね、そこは。地方創生総合戦略

に関すること、第三者委員会に関することは。ですから、企画課のほうにないとすれば、

本部長と専門監の２人体制でできるんですかっていうところもあるんですよ。

町長答弁では、行革推進委員会の庶務について企画課で担当していると説明されまし

た。行財政改革推進といいましょうか、自０改革推進本部の事務を企画課企画振興室で

行うと規則には書いてあるんですよ。ですから、企画課の事務分掌にも自０改革推進本

部に関すること、あるいは行財政改革の事務分掌になければいけないと思うわけです。

課の設置条例と行政組織規則にはあります。書いてありますけども、事務分掌にないわ

けですよね。そこの辺はどう整理をされていますでしょうか。実際に、自０改革推進本

部の事務は企画課内で行われていませんか。

○議長（山本 芳昭君） 島山企画課長。

○企画課長（島山 圭介君） 先ほど町長も申し上げましたとおり、庶務のほうは企画課

でというところで命令のほうを受けて……（発言する者あり）受けております。今も総

合戦略でありますとか行革については、横の連携を専門監が取りながら、必要な書類の

作成をしたりだとか、そういった事務のほうはさせていただいておるところでございま

す。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 体制、推進本部の体制について議論をしてきましたけど

も、やっぱりその辺、規則なり条例なりしっかり整理をされて、そして組織体制をしっ

かり組んで取り組まないと、本部長は副町長ですけども、この行革だけにかかりっ切り

っていうわけにいかないと思うわけですよね。職員も専門監１人ですから、全てのこと

について進めることは非常に厳しいと思います。やっぱりそういった体制が必要だと思

います。規則の中で企画課内企画振興室において処理するときちんと書いてあるわけで

すから。そこの辺の体制の整備は必要だと思っております。

それで、自０改革推進本部が点検をされて、その評価について、一覧表、評価表に記

載をされていますけども、これは誰が書かれたんでしょうか。令和３年度までだったら
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本部長のほかに、兼任ですけども３人の職員がおられました。どういう体制で評価をし

て、誰がこの文書をまとめられたのでありましょう。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） 基本的には専門監のほうが一稿を入れまして、そして私のと

ころに、これでいいかということを、今現在は進めております。あわせまして、供覧で

すけども、町長等にも報告をしておりまして、これを委員会あたりにかけていきたいと

いうふうに考えておるのが現在の状況であります。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） その評価のところ、自０改革推進本部記載の欄のところ

を見ましても、一部については本当に他人事のような表記があったり、一部については

本部が自らしたような記述があったり、様々でありますし、具体的に令和３年度の推進

目標についてとは別の記述があったり、本当に様々な記述があります。やっぱり統一性

も大事でありますし、もう一つは、本当に各課が進める行財政改革の個別項目について、

推進本部はどう関わってるんですか。ただ点検をするだけなんですか。各課の協議に具

体的に推進本部の本部長が出席をしてアドバイスをする、あるいはリードする、そうい

った姿勢が感じられなかったわけでありますけども、実態としてどうなんですか。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） おっしゃるところは認めるところであります。この表、もし

くは都度その推進本部の関係、企画も併せたところですけれども、内容については話を

するところでありますけども、議員さんのおっしゃるような、担当者を呼んで、その内

容等の聞き取り、そしてその指示というようなところは、９年の場合やっておりません

ので、内部協議で進めておったというところは否めないと思いますので、そこの辺は改

善していきたいと思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 令和２年度に、地方総合戦略と行財政改革、そして第６

次総合計画、併せて策定をされて、本当に緩やかな人口減少社会を目指すまちづくりを

中心としたキャッチフレーズをつけて、まちづくりを推進をされていこうとされていま

したが、しかし、総合戦略についても、目標の設定が変わったりいろいろしてますけど

も、しっかりとそこの辺、計画を進めていく必要があると思うわけであります。３年度

の行財政改革推進本部は、どの時点で各３４の推進項目について点検をされましたでし

ょうか。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） ３年度におきましては、実際的には４月になってからで、今

日現在に至っておると思います。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） すみません、事業の年度でしょうか。２年度の事業について

－７６－



の……（「３年度」と呼ぶ者あり）３年度事業については、３年度終わりましてから、

今４月からに聞き取りをしております。部分的には、終わった事業等については９年の

ところからあると思いますけども、実際に聞き取りというような事務につきましては今

年度に入ってからの業務をしておるところです。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 令和２年度分について、令和３年１月に点検をされたん

でしょうかね。２月５日を締切りとして行財政改革推進委員からの意見を求められてお

ります。それは、令和元年度事業についてではないですよね、２年度に計画を策定され

たんですから。ですから、令和２年度については年度内に点検が終わって、委員会も、

書らでしたけども、開催をして、まとめて公表されました。今年度、なぜそういうこと

にならなかったのか、または方針が変わったのか、説明をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） 御指摘のとおりであります。言われたところ、２年度のまと

めについては２月で出しております。そして、３年度のものについては、現在最終的な

ものがまだできてないというところであります。

何月から何月までに行うというようなところは、明確なところを持っておりませんけ

ども、できるだけ早いところというところでやっとったと思いますし、今年度におきま

しては、２年度が正解なところなのか、今年度が正解なところかいうことは、すみませ

ん、今知り得ておりませんけども、早めの処理に努めてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 年度中途での点検になると思います、１月、２月に取り

まとめるということになると。しかし、それは次の年度の事業執行に大きく関わってく

ることなんです。先ほどのＰＤＣＡのところで、３月予算、行政側とすれば２月末に予

算の最終決定をされるときに、やっぱり行財政改革の取組っていうのは大きな要素にな

ってくるだろうと思います。そういったところも含めると、適当な時期っていうのは限

られてくると思います。やっぱりスムーズな事務の執行を求めたいと思いますし、自０

改革推進本部という名前はともかくとして、その行財政改革、しっかり取り組む体制が

役場内で再度確認が必要だと思います。

個人的に言いますと、行革の中身については様々な思いがあります、私について。補

助金もただ削減ありきみたいなことしか書いてありませんから、統廃合とか。これまで

も発言してますけども、補助金っていうのは、最終的に予算執行の手段であって、その

事業を町としてどう進めていくのか、町民と協働の町の中で、行政がどの部分を負担を

していくのか、そういったところが補助金の元ですから、ただ単に補助金を切ればいい

っていう話じゃなくて。その部分に行政が推進をする意思が弱くなったと受け止めざる

を得ないし、ということもあると思いますので、しっかりとしたやっぱり議論が必要だ
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と思いますし、どっかに書いてありましたけども、推進目標自体もやっぱり見直す時期

に来ておると思います。予算審査特別委員会の意見書といいましょうか、４年度の予算

審査意見にも記載をされておりますけども、今年度中間年であります、５年計画の。点

検と、そしてしっかりとした推進を求めたいと思いますが、町長、いかがですか。

○議長（山本 芳昭君） 中村町長。

○町長（中村 英明君） 今回っていうか、自０改革の行財政改革の目標というのは、先

ほど議員おっしゃられたように、緩やかな人口減少社会目指す行財政改革をしたいって

いうこと、あるいは将来に負担を先０りしないっていうようなことも含めて、事業の選

択、行政サービスだとか、組織の在り方だとか、どういいましょうかね、財政構造の確

０っていうようなことを大きな基本方針としながら進めていくっていう内容でございま

す。

いずれにしても、これからのまちづくりの中で重要な内容の目標だろうというふうに

思っておりますので、ただ、個別の内容につきましては、それこそあくまでもここは自

０改革のほうの中で整理しておる目標であります。そういった内容の、皆さん方の御意

見を委員会の中での、どういいましょうか、御意見いただきながら変えていくって話は

当然あり得る話だろうというふうに思っておりますが、様々な角度の皆さんから委員の

皆さんにお願いをしておりますので、そういった実態と将来に向けた目標に向けての、

どうなのっていうことを御意見いただきながら進めていきたいというふうに思っていま

すし、といいましょうか、少し全体からいきますとまだまだの内容かなというふうな感

触ですけれども、部分的によっては進んでいったり、まだまだの部分があったりという

ような状況が現状かなというふうに私は思ってますので、ぜひともこういったところを

進めていく中で、最終的な皆さん方への報告をできるだけ早めにした形の中で進捗を進

めていきたいというふうに思ってますし、また、どういいましょうか、本部長であった

り、該当の職員にも、そういったことを改めて申達しながら進めていくように心がけて

いきたいというふうに思っております。

○議長（山本 芳昭君） ９番、坪倉勝幸議員。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 終わりのはずでしたけども、１点、追加で質問させてく

ださい。

地域振興センターの要綱の中の一番最後に、別記というところで、施設の名前が書い

てあります。４番は、一毘縁会館及びと括弧書きがしてありますし、７番が石見センタ

ーとしてあります。やっぱりここは地域振興センターでいいと思うわけですよね。地域

振興センター、平成１８年の設管条例で、名称はこういうふうになってますから。石見

センターの設管条例、一毘縁会館の設管条例もあるかもしれませんが、１８年にできた

地域振興センター設管条例が後ですから、後法優先の原則に基づいて、その施設は地域

振興センターだというふうに決められておると思う。

さらに言えば、一毘縁会館は地域振興センターだけじゃなくて郵便局も入ってますか
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ら、またここの辺りの表現、小さなことですけども、検討をいただきたいと思います。

○議長（山本 芳昭君） 答弁はされませんか。

丸山副町長。

○副町長（丸山 悟君） そのように変えるように、努力じゃなしに、検討してもらい

たいと思います。私もそういうふうに思います。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） 終わります。

○議長（山本 芳昭君） いいですか。

○議員（９番 坪倉 勝幸君） はい。

○議長（山本 芳昭君） 以上で坪倉勝幸議員の一般質問を終わります。

・ ・

○議長（山本 芳昭君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれで散会としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（山本 芳昭君） 異議なしと認めます。よって、本日はこれをもって会議を閉じ、

散会とすることに決定しました。

ついては、６月１０日の本会議は別に通知をしませんので、定刻までに御参集いただ

きますようお願いいたします。

本日はこれで解散します。長時間お疲れさまでした。

午後３時４３分散会
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